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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警報器と、放送によ
る緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報装置を連携させた
警報システムに於いて、
　前記警報器に前記地震報知機能が追加されると共に、前記緊急警報装置に前記異常報知
機能が追加され、
　前記警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント
信号を送って前記緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情
報報知を示す装置イベント信号を送って前記警報器に追加された地震報知機能を動作させ
、
　前記緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　前記緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、前記緊急警報装置に追加された
異常報知機能を試験すると共に、当該緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を送
って前記警報器の異常報知機能を試験させることを特徴とする警報システム。
【請求項２】
　請求項１記載の警報システムに於いて、前記緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震速報または異常警報を出力する報知部と、
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　前記警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を前記警報器へ送信する送信部と、
　前記放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自
己のイベントを検出する装置イベント検出部と、
　前記装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、前記報知部から緊
急地震情報を出力させると共に、前記送信部から前記警報器へ緊急地震情報報知を示す装
置イベント信号を送信させる地震報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場
合に、前記報知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記試験スイッチの操作を検出した場合に、前記異常報知制
御部により前記報知部から試験を示す異常警報を出力させると共に、前記送信部から前記
警報器へ試験を示す装置イベント信号を送信させる試験制御部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項３】
　請求項１記載の警報システムに於いて、前記警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　前記センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び前記操作部による停止操作を
はじめとする自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　前記イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および前記緊急警報装置からの装置イベント信号を受信
する受信部と、
　前記イベント検出部が異常を検知した場合に、前記報知部から連動元を示す異常警報を
出力させると共に、前記送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一
方、他の警報器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、前記報知部から連動先を
示す異常警報を出力させる異常報知処理部と、
　前記緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、前
記報知部から緊急地震情報信を出力させる地震報知処理部と、
　前記緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、前記異常報知処
理部により前記報知部から試験を示す異常警報を出力させる試験処理部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項４】
　警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警報器と、放送によ
る緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報装置を連携させた
警報システムに於いて、
　前記警報器に前記地震報知機能が追加されると共に、前記緊急警報装置に前記異常報知
機能が追加され、
　前記警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント
信号を送って前記緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情
報報知を示す装置イベント信号を送って前記警報器に追加された地震報知機能を動作させ
、
　前記緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　前記緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、前記地震報知機能を試験すると
共に、当該緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を送って前記警報器の地震報知
機能を試験させることを特徴とする警報システム。
【請求項５】
　請求項４記載の警報システムに於いて、前記緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
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　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　前記警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を前記警報器へ送信する送信部と、
　前記放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自
己のイベントを検出する装置イベント検出部と、
　前記装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、前記報知部から緊
急地震情報を出力させると共に、前記送信部から前記警報器へ緊急地震情報報知を示す装
置イベント信号を送信させる地震報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場
合に、前記報知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記試験スイッチの操作を検出した場合に、前記地震報知制
御部により前記報知部から試験を示す緊急地震情報を出力させると共に、前記送信部から
前記警報器へ試験を示す装置イベント信号を送信させる試験制御部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項６】
　請求項４記載の警報システムに於いて、前記警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　前記センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び前記操作部による停止操作を
はじめとする自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　前記イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および前記緊急警報装置からの装置イベント信号を受信
する受信部と、
　前記イベント検出部が異常を検知した場合に、前記報知部から連動元を示す異常警報を
出力させると共に、前記送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一
方、他の警報器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、前記報知部から連動先を
示す異常警報を出力させる異常報知処理部と、
　前記緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、前
記報知部から緊急地震情報を出力させる地震報知処理部と、
　前記緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、前記地震報知処
理部により前記報知部から試験を示す緊急地震情報を出力させる試験処理部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項７】
　警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警報器と、放送によ
る緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報装置を連携させた
警報システムに於いて、
　前記警報器に前記地震報知機能が追加されると共に、前記緊急警報装置に前記異常報知
機能が追加され、
　前記警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント
信号を送って前記緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情
報報知を示すイベント信号を送って前記警報器に追加された地震報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　前記緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、当該緊急警報装置から試験を示
す装置イベント信号を送って前記警報器の異常報知機能を試験させた後に、当該警報器か
ら試験応答を示すイベント信号を送って当該緊急警報装置の異常報知機能を試験させるこ
とを特徴とする警報システム。
【請求項８】
　請求項７記載の警報システムに於いて、前記緊急警報装置は、
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　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　前記警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を前記警報器へ送信する送信部と、
　前記放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自
己のイベントを検出する装置イベント検出部と、
　前記装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、前記報知部から緊
急地震情報を出力させると共に、前記送信部から前記警報器へ緊急地震情報報知を示す装
置イベント信号を送信させる地震報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場
合に、前記報知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記試験スイッチの操作を検出した場合に、前記送信部から
前記警報器へ試験を示す装置イベント信号を送信し、その後に前記警報器から試験応答を
示すイベント信号受信を検出した場合に、前記異常報知制御部により前記報知部から試験
を示す異常警報を出力させる試験制御部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項９】
　請求項７記載の警報システムに於いて、前記警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　前記センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び前記操作部による停止操作を
はじめとする自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　前記イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および前記緊急警報装置からの装置イベント信号を受信
する受信部と、
　前記イベント検出部が異常を検知した場合に、前記報知部から連動元を示す異常警報を
出力させると共に、前記送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一
方、他の警報器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、前記報知部から連動先を
示す異常警報を出力させる異常報知処理部と、
　前記緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、前
記報知部から緊急地震情報を出力させる地震報知処理部と、
　前記緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、前記異常報知処
理部により前記報知部から試験を示す異常警報を出力させると共に、前記緊急警報装置へ
試験応答を示すイベント信号を送信する試験処理部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項１０】
　警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警報器と、放送によ
る緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報装置を連携させた
警報システムに於いて、
　前記警報器に前記地震報知機能が追加されると共に、前記緊急警報装置に前記異常報知
機能が追加され、
　前記警報器が異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント
信号を送って前記緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情
報報知を示すイベント信号を送って前記警報器に追加された地震報知機能を動作させ、
　前記緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　前記緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、当該緊急警報装置から試験を示
す装置イベント信号を送って前記警報器の地震報知機能を試験させた後に、当該警報器か
ら試験応答を示すイベント信号を送って当該緊急警報装置の地震報知機能を試験させるこ
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とを特徴とする警報システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載の警報システムに於いて、前記緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　前記警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を前記警報器へ送信する送信部と、
　前記放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自
己のイベントを検出する装置イベント検出部と、
　前記装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、前記報知部から緊
急地震情報を出力させると共に、前記送信部から前記警報器へ緊急地震情報報知を示す装
置イベント信号を送信させる地震報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場
合に、前記報知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　前記装置イベント検出部が前記試験スイッチの操作を検出した場合に、前記送信部から
前記警報器へ試験を示す装置イベント信号を送信し、その後に前記警報器から試験応答を
示すイベント信号受信を検出した場合に、前記異常報知制御部により前記報知部から試験
を示す緊急地震情報を出力させる試験制御部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項１２】
　請求項１０記載の警報システムに於いて、前記警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　前記センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び前記操作部による停止操作を
はじめとする自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　前記イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および前記緊急警報装置からの装置イベント信号を受信
する受信部と、
　前記イベント検出部が異常を検知した場合に、前記報知部から連動元を示す異常警報を
出力させると共に、前記送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一
方、他の警報器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、前記報知部から連動先を
示す異常警報を出力させる異常報知処理部と、
　前記緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、前
記報知部から緊急地震情報を出力させる地震報知処理部と、
　前記緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、前記地震報知処
理部により前記報知部から試験を示す緊急地震情報を出力させると共に、前記緊急警報装
置へ試験応答を示すイベント信号を送信する試験処理部と、
が設けられたことを特徴とする警報システム。
【請求項１３】
　請求項１、４、７又は１０の何れかに記載の警報システムに於いて、
　前記緊急地震情報信号は、緊急地震速報信号と津波警報信号の少なくともいずれか一方
であり、
　前記緊急地震情報報知を示す装置イベント信号は、緊急地震速報報知と津波報知の少な
くともいずれか一方を示す装置イベント信号であることを特徴とする警報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火災やガス漏れなどの異常を検知して警報する警報器と緊急地震速報や津波
警報を出力する緊急警報装置を連携させた警報システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅における火災やガス漏れなどの異常を検知して警報する警報器が普及してい
る。このうち、住宅用火災警報器を住警器と言う。
【０００３】
　このような住警器にあっては、住警器内にセンサ部と警報部を一体に備え、センサ部の
検出信号から火災を検知すると警報部から音声メッセージなどにより火災警報を出すよう
にしており、専用の受信設備等を必要とせず住警器単体で火災監視と警報ができることか
ら、設置が簡単でコスト的にも安価であり、一般住宅での設置義務化に伴い広く普及して
いる。
【０００４】
　また、複数の住警器間で通信を行うことによって、任意の住警器で火災警報が行われる
と、他の住警器でも連動して警報を行う、連動型の住警器システムも提案されている。
【０００５】
　このような住警器システムでは、住警器で火災を検知した場合には、火災を検知した連
動元の住警器は、例えば「ウーウー火災警報器が作動しました　確認してください」との
音声メッセージを出力するようにしている。住警器で警報が行われた場合、住警器に設け
ている警報停止スイッチを操作すると、警報を停止するようにしている。
【０００６】
　一方、テレビ放送、ＦＭ放送及びＡＭ放送を利用して地震情報を知らせる地震警報シス
テムとして、地震などの大規模災害が発生した場合や、津波警報が発表された場合などに
行われる緊急警報放送があり、また、地震が発生した場合に揺れが到達する前に、強い揺
れが予想される地域に対し予測を発表する緊急地震速報がある。
【０００７】
　緊急警報放送は、東海地震の警戒宣言が発令された場合、津波警報が発表された場合、
或いは自治体の知事や長から避難指示が発動された場合などに、テレビ放送、ＦＭ放送及
びＡＭ放送により緊急警報信号を送信して受信機の電源を自動的にオンし、緊急警報放送
を再生出力させる。
【０００８】
　また緊急地震速報は、推定最大震度５弱以上で発表となり、テレビ放送、ＦＭ放送及び
ＡＭ放送により緊急地震速報信号を送信し、強い揺れが予想される地域に対し、地震動に
より重大な災害が起こるおそれのある旨を警告する。
【０００９】
　このような緊急警報放送や緊急地震速報に対応して専用の受信機として機能する緊急警
報装置が実用化され、普及している。
【００１０】
　例えば緊急地震速報に対応した緊急警報装置にあっては、例えば特定のＦＭラジオ放送
を選局して受信待機状態にあり、緊急地震速報が所定のチャイム音を２回流した後に例え
ば「緊急地震放送です。強い揺れに警戒してください」という自動音声を２回流すことか
ら、例えば最初のチャイム音を解析して緊急地震速報信号を検出して放送再生動作を起動
し、チャイム音に続く自動音声をスピーカから設定音量で出力して地震発生を知らせるよ
うにしている。
【００１１】
　また緊急警報放送に対応した緊急警報装置にあっては、アナログ放送の緊急警報放送の
場合は、開始信号として最初に送られてくる可聴音域の電子音（ピロピロ音）であるＦＳ
Ｋ信号を検知した場合に放送再生動作を起動し、津波警報などの緊急警報放送を受信再生
するようにしている。
【００１２】
　更に、緊急地震速報と緊急警報放送の両方に対応した緊急警報装置も実用化されている
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００７－０９４７１９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１５４５７９号公報
【特許文献３】特開２００９－２４４９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、このような従来の緊急警報装置にあっては、緊急警報装置からの音が聞
こえる範囲でしか緊急地震速報や津波警報の放送を聴くことができず、緊急警報装置を部
屋毎に設置する必要があるが、高コストとなり、また各所に設置スペースを確保しなけれ
ばならないといった問題がある。
【００１５】
　また、基本的には放送受信機であることから、ＦＭ放送やＡＭ放送を受信する場合には
、部屋によっては電波事情が悪く電波が充分な強度で受信できない場合があり、このよう
な場所に設置しても有効に機能しない恐れもある。
【００１６】
　本発明は、緊急警報装置と警報器の連携により緊急警報装置の設置場所で異常を知り、
また警報器の設置場所で地震発生や津波警報を知ることを可能し、緊急警報装置と警報器
の連携による相互報知機能の試験を適切にできるようにする警報システムを提供すること
を目的とする。

【課題を解決するための手段】
【００１７】
（第１発明）
　本願第１発明は、警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警
報器と、放送による緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報
装置を連携させた警報システムに於いて、
　警報器に地震報知機能が追加されると共に、緊急警報装置に異常報知機能が追加され、
　警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器か異常報知を示すイベント信号を
送って緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情報報
知を示す装置イベント信号を送って警報器に追加された地震報知機能を動作させ、
　緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、緊急警報装置に追加された異常報知
機能を試験すると共に、該緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を送って警報器
の異常報知機能を試験させることを特徴とす。
【００１９】
　警報システムの緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を警報器へ送信する送信部と、
　放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自己の
イベントを検出する装置イベント検出部と、
　装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、報知部から緊急地震情
報を出力させると共に、送信部から警報器へ緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を
送信させる地震報知制御部と、
　装置イベント検出部が警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場合に、報
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知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　装置イベント検出部が前記試験スイッチの操作を検出した場合に、異常報知制御部によ
り報知部から試験を示す異常警報を出力させると共に、送信部から警報器へ試験を示す装
置イベント信号を送信させる試験制御部と、
が設けられる。
【００２０】
　また、警報システムの警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び操作部による停止操作をはじめと
する自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および緊急警報装置からの装置イベント信号を受信する
受信部と、
　イベント検出部が異常を検知した場合に、報知部から連動元を示す異常警報を出力させ
ると共に、送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一方、他の警報
器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、報知部から連動先を示す異常警報を出
力させる異常報知処理部と、
　緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、報知部
から緊急地震情報を出力させる地震報知処理部と、
　緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、異常報知処理部によ
り報知部から試験を示す異常警報を出力させる試験処理部と、
が設けられる。
【００２４】
（第２発明）
　本願第２発明は、警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警
報器と、放送による緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報
装置を連携させた警報システム及び警報連携方法に於いて、
　警報器に地震報知機能が追加されると共に、緊急警報装置に異常報知機能が追加され、
　警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント信号
を送って緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から地緊急地震情報
信報知を示す装置イベント信号を送って警報器に追加された地震報知機能を動作させ、
　緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、地震報知機能を試験すると共に、当
該緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を送って前記警報器の地震報知機能を試
験させることを特徴とする。
【００２６】
　ここで、警報システムの緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を前記警報器へ送信する送信部と、
　放送受信部により緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自己の
イベントを検出する装置イベント検出部と、
　装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、報知部から緊急地震情
報を出力させると共に、送信部から警報器へ緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を
送信させる地震報知制御部と、
　装置イベント検出部が警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場合に、報
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知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　装置イベント検出部が試験スイッチの操作を検出した場合に、地震報知制御部により報
知部から試験を示す緊急地震情報を出力させると共に、送信部から警報器へ試験を示す装
置イベント信号を送信させる試験制御部と、
が設けられる。
【００２７】
　また、警報システムの警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報信を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び操作部による停止操作をはじめと
する自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および緊急警報装置からの装置イベント信号を受信する
受信部と、
　イベント検出部が異常を検知した場合に、報知部から連動元を示す異常警報を出力させ
ると共に、送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一方、他の警報
器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、報知部から連動先を示す異常警報を出
力させる異常報知処理部と、
　緊急警報装置から緊急地震情報信報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、緊急
地震情報信を報知部から出力させる地震報知処理部と、
　緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、地震報知処理部によ
り報知部から試験を示す緊急地震情報を出力させる試験処理部と、
が設けられる。
【００３１】
（第３発明）
　本願第３発明は、警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警
報器と、放送による緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報
装置を連携させた警報システム及び連携方法に於いて、
　警報器に地震報知機能が追加されると共に、緊急警報装置に異常報知機能が追加され、
　警報器の異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント信号
を送って緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　緊急警報装置の地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情報信
報知を示す装置イベント信号を送って警報器に追加した地震報知機能を動作させ、
　緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、当該緊急警報装置から試験を示すイ
ベント信号を送って警報器の異常報知機能を試験させた後に、当該警報器から試験応答を
示すイベント信号を送って当該緊急警報装置の異常報知機能を試験させることを特徴とす
る。
【００３２】
　ここで、警報システムの緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を警報器へ送信する送信部と、
　放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自己の
イベントを検出する装置イベント検出部と、
　装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、報知部から緊急地震情
報を出力させると共に、送信部から警報器へ地震報知を示す装置イベント信号を送信させ
る地震報知制御部と、
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　装置イベント検出部が警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場合に、報
知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
を設け、この点は第１発明と同じであるが、更に、
　装置イベント検出部が試験スイッチの操作を検出した場合に、送信部から警報器へ試験
を示す装置イベント信号を送信し、その後に警報器から試験応答を示すイベント信号受信
を検出した場合に、異常報知制御部により報知部から試験を示す異常警報を出力させる試
験制御部と、
が設けられる。
【００３３】
　また警報システムの警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び操作部による停止操作をはじめと
する自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および緊急警報装置からの装置イベント信号を受信する
受信部と、
　イベント検出部が異常を検知した場合に、報知部から連動元を示す異常警報を出力させ
ると共に、送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一方、他の警報
器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、前記報知部から連動先を示す異常警報
を出力させる異常報知処理部と、
　緊急警報装置から緊急地震情報信報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、報知
部から緊急地震情報信を出力させる地震報知処理部と、
　緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、異常報知処理部によ
り報知部から試験を示す異常警報を出力させると共に、緊急警報装置へ試験応答を示すイ
ベント信号を送信する試験処理部と、
が設けられる。
【００３６】
（第４発明）
　本願第４発明は、警戒エリアの異常を検知して異常を報知する異常報知機能を備えた警
報器と、放送による緊急地震情報信号を検出して報知する地震報知機能を備えた緊急警報
装置を連携させた警報システム及び警報連携方法に於いて、
　警報器に地震報知機能が追加されると共に、緊急警報装置に異常報知機能が追加され、
　警報器が異常報知機能が動作した場合に、当該警報器から異常報知を示すイベント信号
を送って緊急警報装置に追加された異常報知機能を動作させ、
　緊急警報装置が地震報知機能が動作した場合に、当該緊急警報装置から緊急地震情報報
知を示すイベント信号を送って警報器に追加された地震報知機能を動作させ、
　緊急警報装置に試験スイッチが設けられ、
　緊急警報装置の試験スイッチが操作された場合に、当該緊急警報装置から試験を示す装
置イベント信号を送って警報器の地震報知機能を試験させた後に、当該警報器から試験応
答を示すイベント信号を送って当該緊急警報装置の地震報知機能を試験させることを特徴
とする。
を設ける。
【００３７】
　ここで、警報システムの緊急警報装置は、
　ＡＭ放送、ＦＭ放送又はテレビ放送のいずれかの放送信号を受信する放送受信部と、
　緊急地震情報または異常警報を出力する報知部と、
　警報器から送信された異常を示すイベント信号を受信する受信部と、
　装置イベント信号を警報器へ送信する送信部と、
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　放送受信部による緊急地震情報信号の受信、イベント信号の受信をはじめとする自己の
イベントを検出する装置イベント検出部と、
　装置イベント検出部が緊急地震情報信号受信を検出した場合に、報知部から緊急地震情
報を出力させると共に、送信部から警報器へ緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を
送信させる地震報知制御部と、
　装置イベント検出部が警報器からの異常を示すイベント信号受信を検出した場合に、報
知部から異常警報を出力させる異常報知制御部と、
　装置イベント検出部が試験スイッチの操作を検出した場合に、送信部から警報器へ試験
を示す装置イベント信号を送信し、その後に警報器から試験応答を示すイベント信号受信
を検出した場合に、異常報知制御部により報知部から試験を示す緊急地震情報を出力させ
る試験制御部と、
が設けられる。
【００３８】
　また、警報システムの警報器は、
　警戒エリアの物理的現象を検出して検出信号を出力するセンサ部と、
　異常警報または緊急地震情報を出力する報知部と、
　外部から所定の処理を指示する操作部と、
　センサ部の検出信号出力から検知した異常の有無及び前記操作部による停止操作をはじ
めとする自己のイベントを検出するイベント検出部と、
　イベント検出部が検出したイベントを示すイベント信号を送信する送信部と、
　他の警報器からのイベント信号および緊急警報装置からの装置イベント信号を受信する
受信部と、
　イベント検出部が異常を検知した場合に、報知部から連動元を示す異常警報を出力させ
ると共に、送信部から他の警報器へ異常を示すイベント信号を送信させ、一方、他の警報
器から異常を示すイベント信号を受信した場合に、報知部から連動先を示す異常警報を出
力させる異常報知処理部と、
　緊急警報装置から緊急地震情報報知を示す装置イベント信号を受信した場合に、報知部
から緊急地震情報を出力させる地震報知処理部と、
　緊急警報装置から試験を示す装置イベント信号を受信した場合に、地震報知処理部によ
り報知部から試験を示す緊急地震速報を出力させると共に、緊急警報装置へ試験応答を示
すイベント信号を送信する試験処理部と、
が設けられる。

                                                                                
  
【００３９】
　ここで、緊急地震情報信号は、緊急地震速報信号と津波警報信号の少なくともいずれか
一方であり、緊急地震情報報知を示す装置イベント信号は、緊急地震速報報知と津波報知
の少なくともいずれか一方を示す装置イベント信号である。
【発明の効果】
【００４６】
　本願第１発明によれば、緊急警報装置による緊急地震速報や津波警報を含む緊急地震情
報の報知と警報器による火災などの異常警報の報知を連携させて相互に相手方の報知を行
う場合、緊急警報装置に設けている試験スイッチを操作すると、緊急警報装置は異常警報
の報知を試験すると共に、緊急警報装置から送信された試験を示すイベント信号を受信し
た警報器も異常警報の報知を試験することとなり、緊急警報装置と警報器がもつ異常報知
機能の試験を一括して行うことができると共に、緊急警報装置から警報器に対する通信試
験もできる。
【００４７】
　本願第２発明によれば、緊急警報装置による緊急地震速報や津波警報の報知と警報器に
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よる火災などの異常警報の報知を連携させて相互に相手方の報知を行う場合、緊急警報装
置に設けている試験スイッチを操作すると、緊急警報装置は地震報知を試験すると共に、
緊急警報装置から送信された試験を示すイベント信号を受信した警報器も地震報知を試験
することとなり、緊急警報装置と警報器がもつ地震報知機能の試験を一括して行うことが
できると共に、緊急警報装置から警報器に対する通信試験もできる。
【００４８】
　本願第３発明によれば、緊急警報装置による緊急地震速報や津波警報の報知と警報器に
よる火災などの異常警報の報知を連携させて相互に相手方の報知を行う場合、緊急警報装
置に設けている試験スイッチを操作すると、緊急警報装置から送信された試験を示す装置
イベント信号を受信した警報器で異常警報の報知を試験し、続いて試験を示す装置イベン
ト信号受信に対応して警報器から緊急警報装置に試験応答を示すイベント信号が送信され
て緊急警報装置で異常警報の報知を試験することとなり、緊急警報装置と警報器がもつ異
常警報機能の試験を一括して行うことができると共に、緊急警報装置と警報器の間の双方
向通信試験もできる。
【００４９】
　本願第４発明によれば、緊急警報装置による緊急地震速報や津波警報の報知と警報器に
よる火災などの異常警報の報知を連携させて相互に相手方の報知を行う場合、緊急警報装
置に設けている試験スイッチを操作すると、緊急警報装置から送信された試験を示す装置
イベント信号を受信した警報器で地震報知を試験し、続いて試験を示す装置イベント信号
受信に対応して警報器から緊急警報装置に試験応答を示すイベント信号が送信されて緊急
警報装置で地震報知を試験することとなり、緊急警報装置と警報器がもつ地震報知機能の
試験を一括して行うことができると共に、緊急警報装置と警報器の間の双方向通信試験も
できる。
【００５１】
　また本願第１～４発明のいずれにあっても、例えば火災などの異常を検知して異常警報
を出力する１または複数の警報器で構成された住宅用の警報システムに、放送による緊急
地震速報を受信して再生する緊急警報装置を連携させることで、緊急警報装置で放送によ
る緊急地震速報や津波警報を受信した場合に、地震報知や津波報知を示すイベント信号を
警報システム内の警報器に送信し、それを受信した各警報器から地震発生や津波到来を知
らせることができ、例えば住宅の一箇所に緊急警報装置を設置しているだけで、警報器を
設置している他の部屋で地震発生や津波到来を知らせることができ、緊急警報装置が最小
限の台数で済むことから低コストで済み、また警報器が設置されていれば、他の部屋に居
ても確実に地震発生や津波到来を知って即座に対応することができる。
【００５２】
　また本願第１～４発明のいずれにあっても、緊急警報装置は警報器に連携していること
から、緊急警報装置の報知可能エリアが拡大されるので、報知対象エリアが緊急警報装置
に設けた報知部からの報知可能エリア外であっても警報器の報知可能エリア内にあれば良
く、従って緊急警報装置は自身の報知可能エリアにとらわれず放送電波が良好に受信でき
る電波事情の良い場所を選んで設置することができ、放送による緊急地震速報や津波警報
を確実に受信して緊急警報装置自身及び連携している警報器から地震発生や津波到来を知
らせることができ、また警報器を設置していない場所に緊急警報装置を設置した場合にも
、その場所で火災警報などの異常を報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】緊急警報装置及び住警器で構成される本発明による監視システムを設置した住宅
を示した説明図
【図２】本発明による無線式の住警器の外観を示した説明図
【図３】本発明による緊急警報装置の外観を示した説明図
【図４】本願第１発明による緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図５】図１の警報システムに設けた住警器の実施形態を示したブロック図
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【図６】本実施形態で使用するイベント信号および装置イベント信号のフォーマットを示
した説明図
【図７】図１の警報システムに設けた緊急警報装置の実施形態を示したブロック図
【図８】図４の第１発明に設けた住警器の監視処理を示したフローチャート
【図９】図８に続く住警器の監視処理を示したフローチャート
【図１０】図４の第１発明に設けた緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図１１】図１０に続く緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図１２】本願第２発明による緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図１３】図１２の第２発明に設けた住警器の監視処理を示したフローチャート
【図１４】図１３に続く住警器の監視処理を示したフローチャート
【図１５】図１１の第２発明に設けた緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図１６】図１５に続く緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図１７】本願第３発明による緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図１８】第３発明の実施形態で使用するイベント信号および装置イベント信号のフォー
マットを示した説明図
【図１９】図１７の第３発明に設けた住警器の監視処理を示したフローチャート
【図２０】図１７に続く住警器の監視処理を示したフローチャート
【図２１】図１７の第３発明に設けた緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図２２】図２１に続く緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図２３】本願第４発明による緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図２４】本願第５発明における緊急警報装置の異常報知試験スイッチを操作した場合の
緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図２５】本願第５発明における緊急警報装置の地震報知試験スイッチを操作した場合の
緊急警報装置と住警器の試験を示した説明図
【図２６】第５発明の実施形態で使用するイベント信号および装置イベント信号のフォー
マットを示した説明図
【図２７】図２４の第５発明に設けた住警器の監視処理を示したフローチャート
【図２８】図２７に続く住警器の監視処理を示したフローチャート
【図２９】図２２の第５発明に設けた緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図３０】図２９に続く緊急警報装置の処理を示したフローチャート
【図３１】デジタルＴＶ放送を受信する緊急警報装置の実施形態を示したブロック図
【図３２】ＡＭ放送を受信する緊急警報装置の実施形態を示したブロック図
【発明を実施するための形態】
【００５４】
（警報システムの概要）
　図１は住宅に対する本発明による警報システムの設置状態を示した説明図である。図１
の例にあっては、住宅２４に設けられている居間、台所、子供部屋、主寝室、階段室のそ
れぞれの警戒エリアに火災を検知して警報する無線式の住警器（住宅用火災警報器）１０
－１～１０－６が設置され、居間のＦＭ電波環境の良い場所には緊急警報装置２５が設置
されている。ここで、緊急警報装置２５は特許請求の範囲に記載した地震速報装置に対応
する。
【００５５】
　住警器１０－１～１０－６は、イベント信号を無線により相互に送受信する機能を備え
、住宅各所の、それぞれ対応する監視領域について火災監視を行っている。いま住宅２４
の台所で万一、火災が発生したとすると、火災発生場所（台所）の住警器１０－２が火災
を検知して警報を開始する。この火災を検知して警報を開始することを、住警器における
「発報」という。
【００５６】
　住警器１０－２が発報する場合、住警器１０－２は連動元として機能し、連動先となる
他の住警器１０－１，１０－３～１０－６に対し、火災発生を示すイベント信号を無線に
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より送信する。他の住警器１０－１，１０－３～１０－６は、連動元の住警器１０－２か
らの火災発生を示すイベント信号を有効受信した場合に、警報音と警報表示により連動先
としての警報動作を行う。
【００５７】
　ここで有効受信とは、受信したイベント信号に含まれるグループ符号がメモリに登録し
ているグループ符号に一致したときに、このイベント信号を有効受信したことを検出する
。また住警器１０－１～１０－６から送信するイベント信号には、送信元の住警器を示す
識別情報として例えば送信元符号が含まれている。なお、イベント信号を有効受信した住
警器１００は必要に応じイベント信号の中継送信を行う。
【００５８】
　住警器が検出する自己のイベントとしては、上述の火災発生だけでなく、火災復旧、警
報停止操作等があり、また他の警報器や装置からの各種イベント信号受信も含まれる。こ
れらについては後述する。
【００５９】
　連動元となった住警器１０－２の警報動作としては、例えば「ウーウー　火災警報器が
作動しました　確認してください」といった音声メッセージによる警報音を出力する。一
方、連動先の住警器１０－１，１０－３～１０－６にあっては、「ウーウー　別の火災警
報器が作動しました　確認してください」といった音声メッセージによる警報音を出力す
る。
【００６０】
　また連動元となった住警器１０－２の警報に伴う表示（警報表示という）としては、例
えばＬＥＤを点灯させる。一方、連動先の住警器１０－１，１０－３～１０－６にあって
は、ＬＥＤを点滅させる。これによって、連動元警報と連動先警報におけるＬＥＤによる
警報表示を区別できるようにしている。
【００６１】
　なお、連動元のＬＥＤを点滅とし、連動先のＬＥＤを明滅としても良いし、連動元警報
と連動先警報のいずれについても、同じＬＥＤの明滅または点滅、点灯表示であっても良
い。また例えば赤色ＬＥＤと黄色ＬＥＤを設け、連動元は赤色ＬＥＤを駆動し、連動先は
黄色ＬＥＤを駆動するといった２色表示としても良い。もちろん、２つのＬＥＤを一体と
して、赤色と黄色の両方を発光可能な２色ＬＥＤが採用できる。この他、液晶表示器等を
もちいても良い。
【００６２】
　住警器１０－１～１０－６が警報音を出している状態で、警報停止スイッチ２０（後述
）を操作すると、警報音及び警報表示の停止処理が行われる。
【００６３】
　このとき例えば、連動元である住警器１０－２で警報停止操作が行われた場合には、全
ての住警器１０－１～１０－６の警報（警報音出力および／または警報表示出力）を停止
し、連動先である住警器１０－１，１０－３～１０－６の何れかで警報停止操作が行われ
た場合には、住警器１０－２の警報は停止せず、住警器１０－１，１０－３～１０－６の
警報を停止するようにする。なお、以下の説明において、住警器１０－１～１０－６を区
別しないで総称する場合には、住警器１０という。
【００６４】
　緊急警報装置２５は、自己のイベントとして放送設備から送信される緊急地震情報放送
による緊急地震速報信号または津波警報信号を検出して再生出力すると共に、住警器１０
に緊急地震情報報知を示す装置イベント信号として緊急地震速報報知（以下「地震報知」
という）または津波報知を示す装置イベント信号を送信する。なお、緊急地震速報信号ま
たは津波警報信号をまとめて緊急地震情報信号という。緊急警報装置２５が検出するイベ
ントとしては、上述の緊急地震速報信号受信や津波警報信号受信の他に操作部の操作、住
警器１０からのイベント信号有効受信等がある。
【００６５】
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　緊急警報装置２５により受信再生する緊急地震情報放送には、緊急地震速報（ＥＥＷ：
Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　Ｅａｒｌｙ　Ｗａｒｎｉｎｇ）と緊急警報放送（ＥＷＳ：Ｅｍｅ
ｒｇｅｎｃｙ　　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）がある。緊急地震速報は、一般向けの
場合、推定最大震度５弱以上で気象庁から発表される警報であり、強い揺れが予想される
地域に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告する放送である。緊
急地震速報は例えば「（チャイム音２回）緊急地震速報です。強い揺れに警戒してくださ
い。」を２回繰り返す。緊急警報装置１００は、例えば最初のチャイム音の信号を解析し
て緊急地震速報信号を検知して受信待機状態から再生動作に切り替え、「緊急地震速報で
す。強い揺れに警戒してください。」を設定音量で出力する。
【００６６】
　緊急警報放送は、地震などの対規模災害が発生した場合や、津波警報が発表された場合
などに行われる警報であり、待機状態にあるテレビやラジオ受信機のスイッチを自動的に
オンさせる。緊急警報放送の開始と終了には、第１種開始信号、第２種開始信号及び終了
信号を使用する。第１種開始信号は、東海地震の警戒宣言が発表された場合、または自治
体の知事や長から避難指示が発動された場合などに送信され、受信機を自動的にオンさせ
る。また。第２種開始信号は、津波警報が発表された場合にのみ送信され、同じは受信機
を自動的にオンさせる。終了信号は第１種または第２種開始信号の送信から所定時間後に
送信され、受信機を自動的にオフざせる。また受信機の動作を確認するために試験信号を
例えば月１回所定の時刻に送信しており、この試験信号は終了信号と同一であり、終了信
号のみを受信した場合は受信機が正常に動作するかの確認動作を行わせる。
【００６７】
　なお、以下の説明にあっては、緊急警報放送による第２種開始信号の検出を、津波警報
信号の検出という。また本実施形態にあっては、警緊急地震速報と緊急警報放送の中の第
２種開始信号による津波警報信号に対応し、第１種開始信号による緊急警報は除外してい
るが、必要に応じて追加しても良い。
【００６８】
　本実施形態の住警器１０は、緊急警報装置２５の設置に伴い、緊急警報装置２５から津
波報知を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合に、地震報知を示す音声メ
ッセージを出力すると共に警報表示する。地震報知を示す音声メッセージとしては例えば
「ピーピー　緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。」とする。地震報知を示
す音声メッセージはその直後またメッセージ出力中に地震の揺れがくることから、所定回
数（１回を含む）または所定時間繰り返し出力する。
【００６９】
　また住警器１０は、緊急警報装置２５から津波報知を示す装置イベント信号の有効受信
有りを検出した場合、津波報知を示す情報を音声メッセージを所定時間出力するかも又は
所定回数出力する。津波報知を示す情報を示す音声メッセージとしては例えば「ピーピー
　津波警報が発令されました。海岸には近づかず、高台に避難してください」を所定回数
（１回を含む）または所定時間繰り返し出力する。
【００７０】
　また緊急警報装置２５は住警器１０から火災を示すイベント信号の有効受信有りを検出
すると、住警器で火災が検知されたことを示す音声メッセージによる火災警報音を出力す
る。緊急警報装置２５の火災警報音としては例えば「ウーウー　火災警報器が作動しまし
た　確認してください」といった音声メッセージとする。また緊急警報装置２５は火災警
報音と共にＬＥＤの点灯、点滅、明滅などにより火災を警報表示する。
【００７１】
　このような緊急警報装置２５の火災報知機能により、緊急警報装置２５を、連動型の住
警器１０－１～１０－６を用いた火災報知システムにおける火災受信機の役割を担う装置
として利用することができ、住警器１０－１～１０－６の火災監視状況を一括管理するこ
とが可能になる。
【００７２】
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　また緊急警報装置２５には試験スイッチが設けられており、試験スイッチを操作すると
地震報知試験を示す装置イベント信号を送信する。
【００７３】
　本願発明における試験スイッチ操作した場合の緊急警報装置２５と住警器１０の試験動
作は次の５つの形態に分かれ、これが本願第１～５発明に対応している。
（１）　緊急警報装置２５に試験スイッチを設け、緊急警報装置２５の試験スイッチを操
作した場合に、緊急警報装置２５に追加した火災報知機能を試験すると共に、住警器１０
に試験を示す装置イベント信号を送って火災報知機能を試験させる。
（２）　緊急警報装置２５に試験スイッチを設け、緊急警報装置２５の試験スイッチを操
作した場合に、地震報知機能を試験すると共に、住警器１０に試験を示す装置イベント信
号を送って追加した地震報知機能を試験させる。
（３）　緊急警報装置２５に試験スイッチを設け、緊急警報装置２５の試験スイッチを操
作した場合に、住警器１０に試験を示す装置イベント信号を送って火災報知機能を試験さ
せた後に、住警器１０から緊急警報装置２５に試験応答を示すイベント信号を送って追加
した災報知機能を試験させる。
（４）　緊急警報装置２５に試験スイッチを設け、緊急警報装置２５の試験スイッチを操
作した場合に、住警器に試験を示す装置イベント信号を送って追加した地震報知機能を試
験させた後に、住警器１０から緊急警報装置２５に試験応答を示すイベント信号を送って
地震報知機能を試験させる。
（５）　緊急警報装置２５に異常報知試験スイッチと地震報知試験スイッチを設け、緊急
警報装置２５の火災報知試験スイッチを操作した場合に、追加した火災報知機能を試験す
ると共に、住警器１０に火災報知試験を示す装置イベント信号を送って火災報知機能を試
験させ、緊急警報装置２５の地震報知試験スイッチを操作した場合に、地震報知機能を試
験すると共に、住警器１０に地震報知試験を示す装置イベント信号を送って追加した地震
報知機能を試験させる。
【００７４】
　ここで緊急警報装置２５及び住警器１０で出力する火災報知試験を示す音声メッセージ
は例えば「ウーウー　火災警報の試験です」を所定回数（１回を含む）または所定時間繰
り返し出力する。また住警器１０の火災警報と同じ「ウーウー　火災警報器が作動しまし
た　確認してください」を出力してもよい。
【００７５】
　また緊急警報装置２５及び住警器１０で出力する地震報知試験を示す音声メッセージは
例えば「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」
を所定回数（１回を含む）または所定時間繰り返し出力する。なお、（１）～（５）の詳
細は後の説明で明らかにする。
【００７６】
　また緊急警報装置２５を住警器１０の何れかと同じ場所に設置した場合には、両方から
緊地震報知または津波報知が音声出力されて聞き取り辛くなる。そこで本実施形態にあっ
ては住警器１０に緊急地震速報の出力を禁止する禁止モードをモードスイッチの操作によ
り設定可能としており、緊急警報装置２５と同じ場所（警報、報知範囲が重複する場所）
に設置される住警器については禁止モードを設定しておくことで、緊急警報装置２５から
地震報知または津波報知を示す装置イベント信号を受信しても、地震報知または津波報知
を示す情報は出力しないようにする。
【００７７】
　禁止モード設定機能は、同じ場所に複数の住警器が設置されている場合にも同じように
利用することが出来る。
【００７８】
　このように禁止モード設定機能は住警器側に設けられても良いが、一般的には住警器１
０のほうが緊急警報装置２５に比べて設置台数が多いことが想定されるので、システム機
器の全体コスト等を考慮して、緊急警報装置２５に設けるようにしても良い。このように
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すれば、設置台数の多い住警器１０に禁止モード設定機能を搭載する必要が無くなり、シ
ステム機器の全体コストを抑えることができ、禁止モード設定の有無を確認する場合も緊
急警報装置のみについて行えば良いなど、運用が複雑になることを防ぐ効果がある。
【００７９】
　また緊急警報装置２５と住警器１０の重複報知と住警器同士の重複報知を併せて考慮す
る場合には、住警器１０と緊急警報装置２５の両方に禁止モード設定機能を設けて、設置
状況等に応じてそれぞれに設定できるようにしても良い。このとき当然、同じ場所に緊急
警報装置２５が複数設置される場合の、緊急警報装置同士の重複報知も回避するよう設定
が可能となる。
【００８０】
　もちろん、警報や報知音が重複して出力されるような設置状況であっても、必ずしも禁
止モード設定を利用する必要は無く、利用者の判断で適宜に選択して設定する。
【００８１】
　また図１にあっては、住警器１０－２で火災を検知して警報した場合に他の住警器１０
－１，１０－３～１０－６及び緊急警報装置２５に火災発生を示すイベント信号を送信す
る経路をイベント通信経路１１ａとして示し、また緊急警報装置２５から地震報知または
津波報知を示す装置イベント信号を送信する経路を装置イベント通信経路１１ｂとして示
している。なお、住警器１０－１～１０－６で受信されたイベント信号又は装置イベント
信号は、それぞれ他の住警器に中継されるが、その通信経路は省略している。
【００８２】
　図２は本発明による無線式の住警器の外観を示した説明図であり、図２（Ａ）に正面図
を、図２（Ｂ）に側面図を示している。なお、取付フック１５を設けているほうを上側と
する。
【００８３】
　図２において、本実施形態の住警器１０の筐体はカバー１２と本体１４で構成されてい
る。カバー１２の中央には、周囲に複数の煙流入口を開口し、その内部には検煙部１６が
配置され、火災による煙が所定濃度に達したときに火災を検知するようにしている。
【００８４】
　カバー１２に設けた複数の開口部の内部には検煙部１６を備え、検煙部１６の左下側に
は音響穴１８が設けられ、この背後にブザーやスピーカを内蔵し、警報音や音声メッセー
ジを出力できるようにしている。検煙部１６の下側には警報停止スイッチ２０が設けられ
ている。
【００８５】
　警報停止スイッチ２０は住警器１０の機能の自己点検を指示する点検スイッチとしての
機能を兼ねている。たとえば、火災警報時に警報停止スイッチ２０が操作されると警報を
停止し、通常状態で警報停止スイッチ２０が操作されると機能点検を実施して結果を報知
する。ここで、通常状態とは、少なくとも火災警報中または地震報知中で無い状態を指す
。
【００８６】
　警報停止スイッチ２０は、半透明部材で形成されたスイッチカバーと、スイッチカバー
の内部に配置されたプッシュスイッチ（図示せず）とで構成されている。即ち、スイッチ
カバーを押圧操作すると、プッシュスイッチが押圧されるようになっている。スイッチカ
バー内部のプッシュスイッチ近傍には、点線で示すように警報表示を行うＬＥＤ２２が配
置されており、ＬＥＤ２２が点灯、点滅、明滅作動すると、作動光が警報停止スイッチ２
０のスイッチカバーの部分を透過してＬＥＤ２２の作動状態が外部から視認できるように
している。
【００８７】
　また本体１４の裏側上部には略中央部に挿通孔を有する取付フック１５が設けられてお
り、設置する部屋の壁にビスなどをねじ込み、この取付フック１５の挿通孔にビスを通し
て引っかけることで、壁面に住警器１０を所謂壁掛け状に固定設置することができる。
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【００８８】
　なお図２の住警器１０にあっては、検煙部１６を備え、火災に伴い発生する煙に基づい
て火災を検知する住警器を例に取っているが、これ以外に火災に伴い発生する熱に基づい
て火災を検知するサーミスタ等の温度検出素子を備えた住警器や火災に伴うその他の物理
現象を検出する住警器、火災以外にガス漏れを検出する警報器、侵入者や地震その他の異
常（異状）を検出する各種の警報器、これらを組み合わせて成る警報器についても、本発
明の対象に含まれる。そして、本発明の警報システムは、これら各種の警報器を混在させ
て構成しても良い。
【００８９】
　図３は本発明による緊急警報装置の実施形態外観を示した説明図であり、ＦＭ放送を受
信する場合を例にとっている。図３（Ａ）の緊急警報装置２５にあっては、箱形筐体の前
面の右側に監視灯１０６と警報灯１０８を設けており、例えば商用ＡＣ電源で動作する。
また緊急地震速報や火災警報の音声メッセージを出力するスピーカに対応して筐体上面に
音響穴が設けられている。
【００９０】
　監視灯１０６は緊急地震速報や津波警報などの緊急地震情報放送の受信待機状態で緑に
点灯して正常な動作状態にあることを示しており、選局したＦＭ放送の受信が不安定にな
ると点滅し、更に、ＦＭ放送の周波数に正しく選局されていない場合は消灯する。警報ラ
ンプ１０６は緊急地震放送の受信再生時に例えば赤に点灯する。箱形筐体の背後にはＦＭ
アンテナ７１と住警器用のアンテナ８４が設置されている。
【００９１】
　箱形筐体の前面左側には試験スイッチ９０を設けている。本実施形態の試験スイッチ９
０は警報停止スイッチの機能を兼ね備えている。即ち、通常状態にあっては試験スイッチ
９０として機能し、試験スイッチ９０を操作すると、緊急警報装置２５に設けている火災
報知機能の試験を行うと共に、地震報知試験を示す装置イベント信号を住警器１０に送信
して地震報知試験を行わせる。
【００９２】
　緊急警報装置２５が警報器１０から火災を示すイベント信号を有効受信して火災警報を
出力している場合、試験スイッチ９０は警報停止スイッチとして機能し、試験スイッチ９
０を操作することで火災警報を停止することができる。この場合、警報停止を示す装置イ
ベント信号を住警器１０に送信して火災警報を停止させても良い。
【００９３】
　また、箱形筐体の例えば底面には操作部と表示部（図示せず）が設けられ、選局釦、ボ
リューム、選局セット釦、液晶パネル等を設けている。
【００９４】
　図３（Ｂ）は本発明による緊急警報装置の他の実施形態外観を示した説明図である。図
３（Ｂ）の緊急警報装置２５は図３（Ａ）に設けた監視灯１０６と警報灯１０８に代えて
試験スイッチ９０の背後にＬＥＤ１１０を設けている。
【００９５】
　試験スイッチ９０は、半透明部材で形成されたスイッチカバーと、スイッチカバーの内
部に配置されたプッシュスイッチ（図示せず）とで構成され、スイッチカバー内部のプッ
シュスイッチ近傍には、点線で示すように警報表示を行うＬＥＤ１１０が配置されている
。
【００９６】
　ＬＥＤ１１０は緊急地震速報または津波警報を含む緊急地震情報放送の受信待機状態で
点灯して正常な動作状態にあることを示しており、選局したＦＭ放送の受信が不安定にな
ると点滅し、更に、ＦＭ放送の周波数に正しく選局されていない場合は消灯する。
【００９７】
　ＬＥＤ１１０が点灯して正常な受信待機状態で試験スイッチ９０を操作すると、緊急警
報装置２５に設けている火災報知機能の試験を行うと共に、地震報知試験を示す装置イベ
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ント信号を住警器１０に送信して地震報知試験を行わせる。
【００９８】
　ＬＥＤ２２が点灯、点滅、明滅作動すると、作動光が警報停止スイッチ２０のスイッチ
カバーの部分を透過してＬＥＤ２２の作動状態が外部から分かるようにしている。また、
ＬＥＤ１１０は緊急地震情報放送の受信再生時に例えば明滅する。更に、ＬＥＤ１１０は
火災警報の出力中にも明滅し、この状態で試験スイッチ９０は警報停止スイッチとして機
能し、スイッチを操作すると火災警報の警報音が停止し、明滅も停止するか又は所定時間
後に停止する。
【００９９】
　なお、ＬＥＤ１１０として２色ＬＥＤを使用することで、図３（Ａ）の監視灯１１０と
警報灯１１２と同じ動作を行うようにしても良い。

（第１発明の実施形態）
　図４は、本願第１発明の実施形態による緊急警報装置と住警器の試験動作を示した説明
図である。図４において、緊急警報装置２５に設けた試験スイッチ９０を受信待機状態（
通常状態）でオン操作すると、緊急警報装置２５は火災報知試験を示す試験音声メッセー
ジ１１０をスピーカから出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯し、また住警器１０に
対し試験を示す装置イベント信号１１２を無線送信する。緊急警報装置２５から試験を示
す装置イベント信号１１２を有効受信した住警器１０は火災報知試験を示す試験音声メッ
セージ１１４をスピーカから出力すると共に図２に示したＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０１００】
　なお、火災報知試験で点灯した住警器１０のＬＥＤや緊急警報装置２５の警報灯１０８
は、所定時間後または停止スイッチ操作で消灯する。
【０１０１】
　このような試験動作により緊急警報装置２５に追加機能として設けた火災報知機能と住
警器１０が本来もっている火災報知機能の試験を一括して行うことができると共に、緊急
警報装置２５から住警器１０に対する通信試験ができる。
【０１０２】
　図５は図４の第１発明の警報システムに設けた住警器の実施形態を示したブロック図で
ある。これは一例であり、各機能の分離、統合は任意に行うことができる。また各機能の
それぞれの一部または全部は、ソフトウェア（プログラム）によって実行されるものであ
っても、ハードウェアによって実行されるものであっても良い。
【０１０３】
　図５において、住警器１０－１はワンチップＣＰＵとして知られたプロセッサ２８を備
え、プロセッサ２８に対してはアンテナ３１を備えた無線通信部３０、メモリ３２、セン
サ部３４、報知部３６、操作部３８及び電池電源４０を設けている。
【０１０４】
　無線通信部３０には送信回路４２と受信回路４４が設けられ、他の住警器１０－２～１
０－６との間でイベント信号を無線により送受信できるようにし、更に緊急警報装置２５
からの装置イベント信号も受信できるようにしている。
【０１０５】
　無線通信部３０としては、日本国内の場合には、例えば４００ＭＨｚ帯の特定小電力無
線局の標準規格として知られたＳＴＤ－３０（小電力セキュリティシステム無線局の無線
設備標準規格）またはＳＴＤ－Ｔ６７（特定小電力無線局テレメータ用、テレコントロー
ル用及びデータ伝送用無線設備の標準規格）に準拠した構成を備える。もちろん無線通信
部３０としては、日本国内以外で使用する場合は、その地域の割当無線局の標準規格に準
拠した内容を持つことになる。
【０１０６】
　なお、アンテナ３１、送信回路４２及び送信処理部６０を併せて送信部とし、アンテナ
３１、受信回路４４及び受信処理部６２を併せて送信部とする。
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【０１０７】
　無線通信部３０の送信回路４２におけるイベント信号の送信は、所定時間Ｔ１、例えば
Ｔ１＝３秒に亘りイベント信号を送信する動作を、所定時間Ｔ２、例えばＴ２＝２秒の休
止時間を空けて例えば４回繰り返している。このＴ１＝３秒送信、Ｔ＝２秒休止は特定小
電力無線局の標準規格に準拠したものである。またＴ１＝３秒の送信動作は、その内の最
初から例えば２．８秒はダミー信号の送信であり、残り０．２秒の時間にイベント信号の
反復送信を行う。
【０１０８】
　また、無線通信部３０の受信回路４４による受信は、住警器１０－１と同じグループに
属する他の住警器１０－２～１０－６からのイベント信号又は緊急警報装置２５から装置
イベント信号を間欠受信する。間欠受信は、所定周期Ｔ３毎に、例えばＴ３＝７秒毎に受
信可能時間Ｔ４、例えばＴ４＝１００ミリ秒のあいだ受信動作を繰り返しており、受信可
能時間Ｔ４の間に送信ダミー信号をキャリアセンスにより検知すると所定時間のあいだ連
続受信に切替えてダミー信号に続くイベント信号または装置イベント信号を受信する。
【０１０９】
　なお、受信した信号はプロセッサ２８に設けた受信処理部６２で解読される。以下、こ
の解読までを含めて受信と呼ぶことがある。また特に、解読の結果有効な信号と判定され
ることを区別して表す場合には有効受信と呼ぶ。
【０１１０】
　また無線通信部３０は、住警器１０－１自身が火災又は火災以外の事象を検知してイベ
ント信号を送信した場合、または緊急警報装置２５からの装置イベント信号を受信して他
の住警器に送信した場合、住警器１０－１と同じグループに属し、これを受信した他の住
警器１０－２～１０－６から、当該イベント信号を正常に受信したことを示す確認応答信
号（以下「ＡＣＫ信号」と云う）が有効受信されるか否か監視している。
【０１１１】
　他の住警器のうち、ＡＣＫ信号が受信されないものを検知した場合、住警器１０－１は
ＡＣＫ信号が受信された他の住警器または緊急警報装置２５に対し中継要求有りイベント
信号または装置イベント信号を送信し、中継要求有りのイベント信号または装置イベント
信号を受信した住警器または緊急警報装置２５からＡＫＣ信号未応答の住警器または緊急
警報装置２５へ中継要求有りのイベント信号または装置イベント信号を中継送信させる。
中継要求有りのイベント信号または装置イベント信号を中継受信したＡＫＣ信号未応答の
住警器は中継要求有りのイベント信号または装置イベント信号に対しＡＣＫ信号を返信し
、このＡＣＫ信号が他の住警器の中継（返信の中継）を経て連動元の住警器１０－１で受
信される。これによってもＡＣＫ信号が受信されない住警器または緊急警報装置２５があ
る場合には、通信障害等と判定し、所定の障害対応処理等を行う。
【０１１２】
　メモリ３２には、イベント信号の順番を示す連続番号である連番４８、送信元符号５０
、図１のように住宅に設置した住警器１０－１～１０－６で連動警報を行う連動グループ
を構成するためのグループ符号５２が格納されている。
【０１１３】
　図６は本実施形態で連動警報に使用するイベント信号フォーマットを概略的に示した説
明図であり、装置イベント信号も同じになる。図６において、イベント信号４６は連番４
８、送信元符号５０、グループ符号５２及びイベント符号５４で構成されている。
【０１１４】
　連番４８はイベント信号の順番を示す連続番号であり、各端末（住警器、緊急警報装置
）それぞれにイベント信号を送信する毎に１つずつ増加させる。また、連番４８は住警器
１０及び緊急警報装置２５の各々で非同期に生成している。連番４８は住警器１０や緊急
警報装置２５間の、主に無線通信に於いてイベント信号の中継処理等を管理するためのも
のであるが、本発明に直接関係しないので詳細な説明を省略する。
【０１１５】
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　送信元符号５０は住警器識別情報として用いられる例えば２６ビットの符号であり、例
えば住警器１０、緊急警報装置２５のシリアル番号等を利用している。グループ符号５２
は例えば８ビットの符号であり、同一グループを構成する例えば図１の住警器１０－１～
１０－６及び緊急警報装置２５につき例えば同じグループ符号が設定されている。
【０１１６】
　なおグループ符号５２としては、同一グループの住警器に同一のグループ符号を設定す
る以外に、例えば予め定めたグループを構成する住警器に共通な基準符号と各住警器に固
有な送信元符号との演算から求めた住警器ごとに異なるグループ符号であってもよい。す
なわち、イベント信号を受信した各端末（住警器、緊急警報装置）がそれをもとに自己と
同一グループの端末からの信号であるか否かを判定できるものであれば、どのような符号
であっても良い。
【０１１７】
　イベント符号５４は、火災、ガス漏れ（例えばガス漏れ警報器やガス漏れ検出機能を併
せ持つ住警器等の場合）などのイベント内容を表す符号であり、本実施形態にあっては４
ビット符号を使用しており、例えば
０００１＝火災
００１０＝ガス漏れ
００１１＝警報停止（火災警報停止、ガス漏れ警報停止、障害警報停止）
０１００＝復旧（火災復旧、ガス漏れ復旧、障害復旧）
０１０１＝センサ障害
０１１０＝ローバッテリー障害
０１１１＝地震報知
１０００＝津波報知
１００１：報知試験
としている。
【０１１８】
　なお、先述した「中継要求有り」を示す符号はここでは省略しているが、ビット数を増
やすことで、当然これも事象符号に追加することができる。また、中継送信するイベント
信号または装置イベント信号には、送信元（連動元）の住警器を示す識別符号と中継を行
う住警器の識別符号の両方を付加する。更に、送信先を指定する識別符号を付加しても良
い。
【０１１９】
　また、先述した「中継要求有り」を示す符号はここでは省略しているが、例えば「１１
１１」に割り当てることで当然これも事象符号に追加することができる。また、その他例
えば「００００」を定期的な通信確認用に割り当てても良い。もちろん、ビット数を増や
すことで更に多くの事象符号を割り当てることができる。
【０１２０】
　再び図５を参照するに、センサ部３４には、煙を検出して煙濃度に応じた検出信号を出
力する検煙部１６を設けている。前述のように、センサ部３４には検煙部１６に代えて、
火災による温度を検出して検出信号を出力する素子やセンサ、火災に伴うその他の物理現
象変化を検出して検出信号を出力する各種素子やセンサを設けてもよい。
【０１２１】
　報知部３６には警報音等を出力するスピーカ５６と警報表示等を行うＬＥＤ２２が設け
られている。スピーカ５６は、図示しない音声合成回路部から、自己が保持している各種
の音声メッセージや警報音等を、図示しない増幅部を介して出力する。ＬＥＤ２２は点滅
や明滅、点灯などにより、火災などの異常その他を表示する。スピーカ５６に代えて、ブ
ザー等を用いても良い。またＬＥＤ２２に代え、２色ＬＥＤや液晶表示器等を設けても良
い。もちろん、ＬＥＤと液晶表示器を併設するなどしても良い。
【０１２２】
　操作部３８には警報停止スイッチ２０とモードスイッチ２１が設けられている。警報停
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止スイッチ２０は、報知部３６からスピーカ５６により火災や障害の警報音を出力してい
るとき又はＬＥＤ２２により警報表示を行っているときにのみ警報停止スイッチとして機
能する。例えば連動元を示す警報中に警報停止スイッチ２０を操作すると、警報音及び警
報表示は停止され、連動先を示す警報中に警報停止スイッチ２０を操作すると、警報音は
停止するが、警報表示は停止または警報音の停止から所定時間後に停止するといった警報
停止処理が行われる。
【０１２３】
　警報停止スイッチ２０は、連動元または連動先を示す警報を行っていない通常状態にお
いて点検スイッチとして機能し、この状態で警報停止スイッチ２０を操作すると、所定の
自己点検動作が実行されて報知部３６のスピーカ５６から点検結果を示す音声メッセージ
等が出力される。
【０１２４】
　なお、障害警報中に警報停止スイッチ２０が操作された場合には、所定の自己点検動作
を実施して結果を報知した後に障害警報停止処理を行うようにしても良い。このようにす
れば、例えばセンサ故障等を再チェックした後に障害警報停止処理が行われるので、ユー
ザに対し、故障状態をより明確に認知させることができる。そして、このとき障害状態が
解消している場合には、例えば「障害は解消しました」等のメッセージを出力して、障害
停止処理に移行しても良い。
【０１２５】
　操作部３８に設けたモードスイッチ２１は本体裏面などに設けたディップスイッチ等で
あり、緊急地震速報の報知禁止モードをオン、オフ設定することができる。モードスイッ
チ２１のオンにより禁止モードを設定（オン）すると、緊急警報装置２５から地震報知を
示す装置イベント信号を受信しても、報知部３６からの緊急地震速報を示す情報出力は行
われない。
【０１２６】
　この機能を利用して、例えば緊急警報装置２５が設置されている部屋に住警器１０も設
置されているような場合や、同じ部屋に住警器１０が複数台設置されている場合等に、必
要に応じてその部屋の所定機器だけに情報出力させることができるので、複数の機器で重
複しての情報出力を避けることができ、この場合例えば禁止設定された住警器の電池消耗
を抑制することができる等の効果が得られる。
【０１２７】
　電池電源４０は、例えば所定セル数のリチウム電池やアルカリ乾電池を使用しており、
電池容量としては住警器１０－１における無線通信部３０を含む回路部全体の低消費電力
化により、例えば１０年の電池寿命を保証している。
【０１２８】
　プロセッサ２８にはプログラムの実行により実現される機能として、イベント検出部５
８、送信処理部６０、受信処理部６２、異常報知処理部６４、地震報知処理部６５及び地
震報知試験部６６の機能が設けられている。
【０１２９】
　ここで、異常報知処理部６４が警戒エリアの火災を検知して火災を報知する本来の火災
報知機能（異常報知機能）を実現し、地震報知処理部６５が緊急警報装置２５から送信さ
れた装置イベント信号に基づき地震報知を行う、追加機能として設けた地震報知機能を実
現する。
【０１３０】
　イベント検出部５８は、センサ部３４の検出信号出力から検知した火災の有無、操作部
３８による警報停止指示入力の有無や点検指示入力の有無、センサ部３４の検出信号出力
が低下して火災検知状態が解消される火災復旧等のイベントを検出する。
【０１３１】
　送信処理部６０は、イベント検出部５８によるセンサ部３４の検出信号出力からの火災
検知、操作部３８による各種指示入力、センサ部３４の検出信号出力が低下して火災検知
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状態が解消される火災復旧等の自己のイベントを検出した場合に、検出したイベント内容
を示すイベント信号を、無線通信部３０の送信回路４２を介してアンテナ３１から連動先
の住警器や緊急警報装置２５に送信させる。また送信処理部６０はアンテナ３１、受信回
路４４及び受信処理部６２を介して他の住警器１０－２～１０－６からの有効に受信した
イベント信号を、必要に応じて中継送信する。
【０１３２】
　受信処理部６２は、他の住警器からのイベント信号及び緊急警報装置２５からの装置イ
ベント信号を、アンテナ３１から無線通信部３０の受信回路４４を介して受信し解読する
。
【０１３３】
　ここで、緊急警報装置２５から送信される装置イベント信号の種類としては、地震報知
を示す装置イベント信号、地震報知試験を示す装置イベント信号、警報停止を示す装置イ
ベント信号等がある。
【０１３４】
　異常報知処理部６４は、イベント検出部５８で自己の異常として火災を検知した場合に
、イベント検出部５８から信号を受け、報知部３６のスピーカ５６から連動元を示す警報
音を出力させると共に、ＬＥＤ２２を例えば点灯駆動して連動元を示す警報表示を行い、
更に、火災を示すイベント信号を他の住警器１０－２～１０－６や緊急警報装置２５に送
信する。
【０１３５】
　具体的に説明すると、異常報知処理部６４は、センサ部３４に設けた検煙部１６の煙検
出信号に、イベント検出部５８からその旨を示す信号を受け取り、これに基づき報知部３
６に対しスピーカ５６から連動元を示す警報音例えば「ウーウー　火事です　火事です」
の音声メッセージを繰り返し出力させる制御を行うと共に、ＬＥＤ２２を例えば点灯させ
て連動元を示す警報表示制御を行い、更に、送信処理部６４および送信回路４２を介して
火災を示すイベント信号を無線通信部３０の送信回路４２によりアンテナ３１を介して他
の住警器１０－２～１０－６や緊急警報装置２５へ送信させる。
【０１３６】
　住警器１０－１から送信した火災を示すイベント信号が緊急警報装置２５で有効受信さ
れた場合、緊急警報装置２５はスピーカから例えば「ウーウー　火災警報器が作動しまし
た　確認してください」といった音声メッセージによる火災警報音を出力させると共に火
災警報表示を行わせる。
【０１３７】
　また異常報知処理部６４は、他の住警器１０－２～１０－６の何れかから火災を示すイ
ベント信号の有効受信をイベント検出部５８で検出した場合に、報知部３６のスピーカ５
６から連動先を示す警報音例えば「ウーウー　別の火災警報器が作動しました　確認して
ください」となる音声メッセージを繰り返し出力させると共に、ＬＥＤ２２を点滅させて
連動先を示す警報表示を行う。
【０１３８】
　イベント検出部５８は障害としてローバッテリーと障害センサ障害とを検出する。ロー
バッテリー障害とセンサ障害はビルトインテストとしてバックグラウンドで定期的に自動
実行されている。ローバッテリー障害の検出は、所定の測定時間間隔、例えばＴ３＝４時
間間隔で図示しない電圧検出回路を介して直接的又は間接的に、電池電源４０から供給さ
れる電源電圧をＡ／Ｄ変換により読み込んで所定の閾値電圧と比較し、この閾値電圧以下
の時にローバッテリー障害の検出を予備判定し、更にローバッテリー障害検出の仮判定が
連続して所定回数続いたときにローバッテリー障害と判定（確定）し、ローバッテリー障
害フラグをセットしてメモリ３２に記憶する。
【０１３９】
　センサ障害の検出は、所定の測定時間間隔、例えばＴ１＝１秒間隔でセンサ部３４の検
煙部１６から出力される煙検出信号をＡ／Ｄ変換により読み込んでメモリ３２のバッファ
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領域に保持し、例えば所定の時間間隔Ｔ２＝１０分毎に、メモリ３２のバッファ領域に保
持している１０分間ぶんの検出データの平均値を求め、この平均値が所定の基準レベル（
零点レベルという）を下回った時に出力停止状態である等としてセンサ部３４の障害と判
定し、センサ障害フラグをセットしてメモリ３２に記憶する。
【０１４０】
　このように煙濃度検出信号の１０分間平均値が零点レベルを下回る原因は、検煙部１６
に設けている受光素子故障や受光素子からの出力信号線断線、受光アンプの停止などの障
害が発生したことによるものである可能性が高いためセンサ障害とする。
【０１４１】
　なお、センサ部１６にサーミスタなどの温度検出素子を設けた場合にも、各種の処理に
より、同様にセンサ障害を検出することができる。その他、スピーカ５６への出力線の断
線や他の回路故障、通信異常等を同様に障害監視することができる。このような障害につ
いても、検出後はセンサ障害と同様の処理を行ことから、本実施形態にあってはセンサ障
害と総称している。
【０１４２】
　異常報知処理部６４は、イベント検出部５８でセンサ障害又はローバッテリー障害を検
出した場合、報知部３６のスピーカ５６からの警報音とＬＥＤ２２の表示により連動元を
示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を出力させる。
【０１４３】
　また異常報知処理部６４は、センサ障害又はローバッテリー障害を示すイベント信号を
他の住警器１０－２～１０－６や緊急警報装置２５に送信し、住警器１０－２～１０－６
および緊急警報装置２５に、連動先を示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を
警報音および／または表示で行わせる。
【０１４４】
　更に異常報知処理部６４は、受信回路４４および受信処理部６２を介して他の住警器１
０－２～１０－６の何れかからセンサ障害又はローバッテリー障害を示すイベント信号を
有効受信した場合に、報知部３６のスピーカ５６からの警報音と、ＬＥＤ２２の表示とに
より連動先を示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を出力させる。
【０１４５】
　異常報知処理部６４は、イベント検出部５８でセンサ障害又はローバッテリー障害を検
出した場合、報知部３６のスピーカ５６からの警報音とＬＥＤ２２の表示により連動元を
示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を出力させる。
【０１４６】
　また異常報知処理部６４は、センサ障害又はローバッテリー障害を示すイベント信号を
他の住警器１０－２～１０－６や緊急警報装置２５に送信し、住警器１０－２～１０－６
および緊急警報装置２５に、連動先を示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を
警報音および／または表示で行わせる。
【０１４７】
　更に異常報知処理部６４は、受信回路４４および受信処理部６２を介して他の住警器１
０－２～１０－６の何れかからセンサ障害又はローバッテリー障害を示すイベント信号の
有効受信有りを検出した場合に、報知部３６のスピーカ５６からの警報音と、ＬＥＤ２２
の表示とにより連動先を示すセンサ障害警報又はローバッテリー障害警報を出力させる。
【０１４８】
　また異常報知処理部６４は、イベント検出部５８でセンサ障害を検出した場合、報知部
３６のスピーカ５６から連動元（障害元）を示すセンサ障害の警報音として例えば「ピッ
　故障です」の音声メッセージを繰り返して出力させると共にＬＥＤ２２を例えば点滅さ
せ、その後は一定時間毎に「ピッ　故障です」の音声メッセージを１回出力させ、あわせ
てＬＥＤ２２による表示出力を行わせる処理を周期的に繰り返す。
【０１４９】
　また異常報知処理部６４は、送信処理部６０および送信回路４２を介してセンサ障害を
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示すイベント信号を他の住警器１０－２～１０－６や緊急警報装置２５に送信することで
、連動先を示すセンサ障害警報を出力させる。このとき、警報音として例えば「ピッ　別
の警報器が故障です」や「ピッ　警報器が故障です」を出力させると共に連動元とは異な
る点滅表示を行わせる。
【０１５０】
　また異常報知処理部６４は、イベント検出部５８でローバッテリー障害を検出した場合
、報知部３６のスピーカ５６から連動元（障害元）を示すローバッテリー障害の警報音と
して例えば「ピッ　電池切れです」の音声メッセージを繰り返して出力させると共にＬＥ
Ｄ２２を例えば点滅させ、その後は一定時間毎に「ピッ　電池切れです」の音声メッセー
ジを１回出力させ、あわせてＬＥＤ２２による表示出力を行わせる処理を周期的に繰り返
す。
【０１５１】
　また異常報知処理部６４は、ローバッテリー障害を示すイベント信号を他の住警器１０
－２～１０－６や緊急警報装置２５に送信することで、連動先を示すローバッテリー障害
警報を警報音として「ピッ　別の警報器が電池切れです」や「ピッ　警報器が電池切れで
す」の音声メッセージを出力させると共に連動元とは異なる点滅表示を行わせる。
【０１５２】
　また異常報知処理部６４は連動元を示す火災警報音または連動先を示す火災警報音の出
力中に警報停止スイッチ２０の操作を検出した場合、又は他の住警器１０－２～１０－６
の何れか又は緊急警報装置２５からの警報停止を示すイベント信号又は装置イベント信号
の有効受信有りを検出した場合、スピーカ５６からの音声メッセージとＬＥＤ２２の警報
表示による火災警報の出力を停止する。このときはＬＥＤ２２による警報表示については
、所定時間継続した後に停止しても良い。なお、連動元を示す火災警報中には、警報停止
を示すイベント信号や装置イベント信号の有効受信があっても、少なくとも警報音の出力
は継続させるようにしても良い。
【０１５３】
　更に異常報知処理部６４は、連動元を示すセンサ障害又はローバッテリー障害警報の出
力中に操作部３８に設けた警報停止スイッチ２０の警報停止操作を検出した場合、自己の
連動元を示す警報音を停止すると共に障害表示を所定時間継続させた後に停止し、更に連
動先を示す障害警報出力中の他の住警器１０－２～１０－６および緊急警報装置２５に警
報停止を示すイベント信号を送信して、住警器１０－２～１０－６および緊急警報装置２
５の障害警報音と障害表示を停止させる。
【０１５４】
　地震報知処理部６５は、受信回路４４および受信処理部６２を介して緊急警報装置２５
から地震報知を示す装置イベント信号の有効受信有りをイベント検出部５８で検出した場
合に、例えば「ピーピー　緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。」といった
音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から所定時間又は複数回出力させると共にＬ
ＥＤ２２を点灯、点滅又は明滅させる。
【０１５５】
　また地震報知処理部６５は、受信回路４４および受信処理部６２を介して緊急警報装置
２５から津波報知を示す装置イベント信号の有効受信有りをイベント検出部５８で検出し
た場合に、津波報知を示す情報として例えば「ピーピー　津波警報が発令されました。海
岸には近づかず、高台に避難してください」といった音声メッセージを報知部３６のスピ
ーカ５６から所定時間又は複数回出力させると共にＬＥＤ２２を点灯、点滅又は明滅させ
る。
【０１５６】
　地震報知試験部６６は、緊急警報装置２５から地震報知試験を示す装置イベント信号の
有効受信有りをイベント検出部５８で検出した場合、例えば「ピーピー　緊急地震速報の
試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった音声メッセージを報知部３
６のスピーカ５６から出力させると共にＬＥＤ２２を点灯、点滅又は明滅させる。
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【０１５７】
　更に地震報知処理部６５は、モードスイッチ２１の設定オン操作により地震報知または
津波報知を禁止する禁止モードを設定している場合には、緊急警報装置２５から地震報知
または津波報知を示す装置イベント信号の有効受信有りをイベント検出部５８で検出して
も、地震報知または津波報知を示す音声メッセージは出力しない。
【０１５８】
　モードスイッチ２１による音声メッセージの出力禁止は、地震報知試験について設定で
きるようにしても良く、緊急警報装置２５から地震報知試験を示す装置イベント信号を有
効受信しても、地震報知試験を示す音声メッセージは出力しない。
【０１５９】
　また、禁止モード設定するモードスイッチを後に説明する緊急警報装置２５の操作部に
設ける場合には、モードスイッチの設定により緊急警報装置２５からの火災警報出力を禁
止するようにしても良い。
【０１６０】
　また、音声メッセージや音響出力を禁止した場合でも、表示だけは行うようにしても良
く、その逆に表示だけを禁止しても良い。更にこれを別に指定できるようにしても良い。
即ち、出力禁止の設定は、地震報知、津波報知及び地震報知試験、また音響出力と表示出
力について、適宜選択設定できるようにする。
【０１６１】
　このようにすれば、報知出力を行うイベントの種類に応じて、その報知方法を選択的に
設定できるようになり、利用者の希望や機器の設置状況によって適宜の報知パターンとす
ることができるので、使い勝手が良い。
【０１６２】
　図７の第１発明の警報システムに設けた緊急警報装置の実施形態を示したブロック図で
あり、ＦＭ放送を受信する場合を例にとつている。これは一例であり、各機能の分離、統
合は任意に行うことができる。また各機能のそれぞれの一部または全部は、ソフトウェア
（プログラム）によって実行されるものであっても、ハードウェアによって実行されるも
のであっても良い。
【０１６３】
　図７において、緊急警報装置２５は、プロセッサ６８、ＦＭアンテナ７１を備えたＦＭ
受信部７０、音声増幅部７２、スピーカ７４、表示部７６、操作部７８、アンテナ８２を
備えた無線通信部８０、メモリ８４及び電源部８５で構成され、プロセッサ６８にはプロ
グラムの実行で実現する機能として解析部９２、装置イベント検出部９４、地震報知制御
部９６、送信制御部９８、受信制御部１００、異常報知制御部１０２及び試験制御部１０
４が設けられている。
【０１６４】
　ここで、ＦＭアンテナ７１を備えたＦＭ受信部７０は放送受信部を構成し、スピーカ７
４、表示部７６、住警器表示部７８は緊急警報装置２５の報知部を構成する。また解析部
９２及び地震報知処理部９６が本来の地震報知機能を実現し、更に、異常報知制御部１０
２が住警器１０から送信された火災を示すイベント信号を受信して火災を報知する、追加
機能として設けた火災報知機能（異常報知機能）を実現する。
【０１６５】
　ＦＭ受信部７０は操作部７８の操作で選局したＦＭ局にチューナを同調してＦＭアンテ
ナ７１を介してＦＭ放送電波を受信し、音声信号として復調して出力している。音声増幅
部７２は待機状態では動作を停止しており、そのためスピーカ７４から受信されたＦＭ放
送の再生出力は行われない。
【０１６６】
　プロセッサ６８の解析処理により緊急地震速報信号または津波警報信号（緊急警報放送
の第２種開始信号）の有効受信が検出されると音声増幅部７２が動作状態に切り替えられ
、その時、ＦＭ受信部７０から再生出力された緊急地震速報または津波警報の放送内容を
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、増幅部７２を介してスピーカ７４から出力する。表示部７６は受信待機表示、緊急地震
速報受信表示、津波警報受信表示、選局周波数表示などのＦＭ放送受信に必要な表示を行
う。
【０１６７】
　操作部７８には更に試験スイッチ９０が設けられている。試験スイッチ９０は受信待機
状態（通常監視状態）で機能し、火災警報中は警報停止スイッチとして機能する。
【０１６８】
　無線通信部８０には送信回路８６と受信回路８８が設けられ、アンテナ８２から住警器
１０に装置イベント信号を無線送信できるようにしている。無線通信部８０としては、住
警器１０－１と同様に、日本国内の場合には、例えば４００ＭＨｚ帯の特定小電力無線局
の標準規格として知られたＳＴＤ－３０またはＳＴＤ－Ｔ６７に準拠した構成を備える。
ここで、アンテナ８２、送信回路８６及び送信制御部９８を併せて送信部とし、アンテナ
８４、受信回路８８及び受信制御部１００を併せて送信部とする。
【０１６９】
　メモリ８４には、住警器１０－１のメモリ３２と同様に、イベント信号の順番を示す連
続番号である連番、緊急警報装置を特定する送信元符号、連動グループを構成するための
グループ符号が格納されている（図示せず）。
【０１７０】
　プロセッサ６８に設けた解析部９２は緊急地震速報の最初に流れるチャイム音の受信を
解析処理により判別する。解析部９６による緊急地震速報のチャイム音の解析は、例えば
特許文献３に記載されたベクトル相関法などで行う。
【０１７１】
　プロセッサ６８に設けた解析部９２は緊急地震速報の最初に流れるチャイム音の受信を
解析処理により判別して緊急地震速報信号の有効受信を検出する。解析部９２による緊急
地震速報のチャイム音の解析は、例えば特許文献３に記載されたベクトル相関法などで行
う。また解析部９２は緊急警報放送における第２種開始信号の受信を解析処理により判別
して津波警報信号の有効受信を検出する。
【０１７２】
　送信制御部９８は、装置イベント検出部９４で緊急地震速報信号または津波警報信号の
有効受信を検出した場合に、住警器１０側に地震報知または津波報知を示す装置イベント
信号を送信し、地震報知または津波報知を示す音声メッセージを出力させる。
【０１７３】
　受信制御部１００は、無線通信部８０の受信回路９０からアンテナ８２を介して住警器
１０からのイベント信号を受信する。装置イベント検出部９４は、受信制御部１０２によ
る住警器１０からのイベント信号を有効受信したか否か等のイベントも検出する。
【０１７４】
　異常報知制御部１０２は、装置イベント検出部９４で住警器１０の何れかからの火災を
示すイベント信号の有効受信有りを検出した場合に、音声増幅部７２を動作してスピーカ
７４から音声メッセージによる火災警報音を出力させると共に、表示部７６に警報表示を
行わせる。
【０１７５】
　また異常報知制御部１０２は、装置イベント検出部９４で住警器１０の何れかからの火
災復旧または警報停止を示すイベント信号の有効受信有りを検出した場合に、警報音と火
災表示を停止させる。
【０１７６】
　試験制御部１０４は、受信待機状態で試験スイッチ９０を操作すると、装置イベント検
出部９８により試験スイッチ９０の操作指示入力有りが検出され、これに基づき住警器１
０側に火災報知試験を示す装置イベント信号を送信して火災報知試験を行わせる。また試
験制御部１０４は装置イベント検出部９４による試験スイッチ９０の操作指示入力有りの
検出に基づきスピーカ７４および表示部７６に火災報知試験を行わせる。
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【０１７７】
　また操作部７８に火災警報の禁止を設定するモードスイッチを設け、住警器１０と同じ
場所に緊急警報装置２５を設置する場合や、火災警報の連動報知を必要としない場合は、
モードスイッチの操作で火災警報の報知を禁止するようにしても良い。
【０１７８】
　緊急警報装置２５の電源部８５は商用ＡＣ電源を所定電圧のＤＣ電源に変換するが、電
池としても良いし、更にその他の専用電源であっても良い。
【０１７９】
　図８及び図９は図４に示した第１発明における住警器１０－１の監視処理の例を示した
フローチャートである。他の住警器１０－２～１０－６についても同じ処理となる。図８
において、住警器１０－１の電池電源４０による電源供給が開始されると、ステップＳ１
で初期化、自己診断、禁止モードの設定の有無を含む各種設定の読み込みを実行し、異常
がなければステップＳ２に進み、火災を監視している。ステップＳ１で初期化異常があっ
た場合には報知部３６でその旨を報知して、動作を途中停止するか或いは再度ステップＳ
１の処理を行うようにしているが、図示を省略している。
【０１８０】
　センサ部３４から出力された煙検出信号が所定の火災レベルを超えると火災が検知され
、ステップＳ２で火災検知を判別してステップＳ３に進み、連番、火災を検知している住
警器を特定する送信元符号、グループ符号、火災を示すイベント符号を含むイベント信号
を他の住警器及び緊急警報装置２５に無線送信した後、ステップＳ４で報知部３６のスピ
ーカ５６から音声メッセージやブザー音等による警報音とＬＥＤ２２の点灯による警報表
示とにより連動元を示す火災警報を出力する。
【０１８１】
　続いて、ステップＳ５でセンサ部３４からの煙検出信号が低下して火災検知状態が解消
する火災復旧の有無を検出しており、火災復旧有りを検出するとステップＳ６で連番、送
信元符号、グループ符号、火災復旧を示すイベント符号を含むイベント信号を他の住警器
及び緊急警報装置２５に送信した後、ステップＳ７でスピーカ５６からの警報音とＬＥＤ
２２の点灯による警報表示とによる連動元を示す火災警報を停止する。なお、ＬＥＤ２２
による警報表示は所定時間経過後に消灯しても良い。
【０１８２】
　続いてステップＳ８で警報停止スイッチ２０の警報停止指示操作の有無を検出しており
、警報停止指示操作有りを検出するとステップＳ９で警報中の有無を検出する。ステップ
Ｓ９で警報中が検出されると、ステップＳ１０に進んで連番、送信元符号、グループ符号
、警報停止を示すイベント符号を含むイベント信号を他の住警器及び緊急警報装置２５に
送信し、ステップＳ１１に進んでスピーカ５６からの連動元を示す警報音出力を停止し、
ＬＥＤ２２の点灯による警報表示を消灯する。なお、ＬＥＤ２２は所定時間経過後に消灯
しても良い。
【０１８３】
　ステップＳ９で警報中でないと検出した場合には、ステップＳ８で検出した警報停止ス
イッチの操作を点検指示動作と認定し、所定の点検動作を実施して結果を報知するように
しているが、図示を省略している。
【０１８４】
　続いて図９のステップＳ１２に進み、他の住警器からの火災を示すイベント信号の有効
受信の有無を検出している。他の住警器からの火災を示すイベント信号の有効受信有りを
検出すると、ステップＳ１３に進んで連動先を示す火災警報としてスピーカ５６から警報
音を出力し、ＬＥＤ２２の点滅による警報表示を行う。
【０１８５】
　次にステップＳ１４で他の住警器からの火災復旧を示すイベント信号の有効受信の有無
を検出しており、火災復旧を示すイベント信号の有効受信有りを検出すると、ステップＳ
１５に進んで連動先の警報として行っているスピーカ５６からの警報音出力とＬＥＤ２２
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の点滅による警報表示を停止する。
【０１８６】
　次にステップＳ１６で他の住警器からの警報停止を示すイベント信号又は緊急警報装置
２５からの警報停止を示す装置イベント信号の有効受信の有無をチェックしており、警報
停止を示すイベント信号又は装置イベント信号の有効受信有りを検出すると、ステップＳ
１７に進んで警報中の有無を検出し、警報中を検出するとステップＳ１８に進んで連動先
としての警報音出力を停止し、警報表示も停止する。
【０１８７】
　続いてステップＳ１９で地震報知の禁止モード設定の有無を検出し、禁止モードの設定
が無ければステップＳ２０に進んで地震報知を示す装置イベント信号の有効受信の有無を
検出しており、緊急警報装置２５からの地震報知を示す装置イベント信号の有効受信有り
を検出するとステップＳ２１で地震報知を示す緊急地震速報の音声メッセージを報知部３
６のスピーカ５６から出力すると共にＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０１８８】
　続いてステップＳ２２で津波報知を示すイベント信号の有効受信の有無を検出しており
、緊急警報装置２５からの津波報知を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出すると
ステップＳ２３で津波報知を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から１又は
複数回出力すると共にＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０１８９】
　続いてステップＳ２３に進んで報知試験を示す装置イベント信号の有効受信の有無を検
出しており、報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出するとステップＳ２
４で火災報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力すると共に
ＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０１９０】
　ステップＳ１９で緊急地震速報の禁止モード設定を検出した場合、ステップＳ２０～Ｓ
２４はスキップし、緊急地震速報を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出しても緊
急地震速報を示す音声メッセージを出力しない。これは図１のように住警器１０－１が緊
急警報装置２５と同じ部屋に設置されている場合である。以上の処理を電源オフによる動
作停止指示が検出されるまで繰り返す。
【０１９１】
　図１０及び図１１は図４に示した第１発明における緊急警報装置２５の処理例を示した
フローチャートである。図１０において、緊急警報装置２５の電源を投入するとステップ
Ｓ３１で初期化及び自己診断を行い、エラーが無ければステップＳ３２に進んで操作部７
８の選局操作によりＦＭ局の選局処理を行う。
【０１９２】
　続いてステップＳ３３の受信待機動作に移行する。受信待機動作はＦＭ受信部７０を動
作してＦＭ放送電波を受信再生しているが、音声増幅部７２の動作は停止してスピーカ７
４から放送を流していない状態である。
【０１９３】
　続いてステップＳ３４で緊急地震速報信号のチャイム音受信有無を解析部９６の解析処
理を通じて検出しており、チャイム音受信を検出するとステップＳ３５に進み、音声増幅
部７２を動作することで、そのとき受信している緊急地震速報放送をスピーカ７４から設
定音量で出力する。
【０１９４】
　次にステップＳ３６で住警器１０に地震報知を示す装置イベント信号を出力する。続い
てステップ３７で所定時間の経過を待ってステップＳ３８に進み、音声増幅部７２の動作
を停止することで、緊急地震速報放送が終了して通常番組に戻った放送音の出力を停止す
る。
【０１９５】
　続いてステップＳ３９で津波警報信号の受信有無を解析部９２の解析処理を通じて検出
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しており、津波警報信号の有効受信を検出するとステップＳ４０に進み、音声増幅部７２
を動作することで、そのとき受信している緊急警報放送による津波警報をスピーカ７４か
ら出力する。
【０１９６】
　次にステップＳ４１で無線通信部８２の送信回路８８を動作し、アンテナ８４を介して
住警器１０に津波報知を示す装置イベント信号を送信する。続いてステップ４２で緊急警
報放送における終了信号の有効受信を解析部９２の解析処理を通じて検出するとステップ
Ｓ４３に進み、音声増幅部７２の動作を停止することで、放送音の出力を停止する。
【０１９７】
　続いて図１１のステップＳ４４に進み、住警器１０の何れかからの火災を示すイベント
信号の有効受信検出の有無を検出している。ステップＳ４４で住警器１０の何れかからの
火災を示すイベント信号の有効受信有りを検出すると、ステップＳ４５に進んで音声メッ
セージによる火災警報音をスピーカ７４から出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯し
て警報表示を行う。
【０１９８】
　次にステップＳ４６で操作部７８に設けた警報中に警報停止スイッチとして機能する試
験スイッチ９０の操作による警報停止操作指示入力の有無と併せて住警器１０の何れかか
らの火災復旧を示すイベント信号または警報停止を示すイベント信号の有効受信の有無を
検出しており、警報停止操作指示入力有り、火災復旧を示すイベント信号の有効受信有り
、または警報停止を示すイベント信号の有効受信出有りを検出すると、ステップＳ４７に
進んで警報中の有無を検出し、警報中を検出するとステップＳ４８に進んで警報音および
警報表示を停止する。
【０１９９】
　なお、警報中に警報停止スイッチとして機能する試験スイッチ９０の操作による警報停
止操作指示入力を検出した場合、警報停止を示す装置イベント信号を住警器に送信するこ
とで火災警報を停止させるが、この点は省略している。
【０２００】
　続いてステップＳ４９で受信待機状態での試験スイッチ９０の試験操作指示入力の有無
を検出しており、試験操作指示入力有りを検出するとステップＳ５０に進み、報知試験を
示す装置イベント信号を警報器１０に送信して火災報知試験を行わせ、続いてステップＳ
５１で、緊急警報装置２５自身で火災報知試験を示す音声メッセージをスピーカ７４から
出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯して火災報知試験を行う。
【０２０１】
　このようなステップＳ４９～Ｓ５１の処理により、緊急警報装置２５で試験スイッチ９
０を操作すると、緊急警報装置２５に追加機能として設けた火災報知機能の試験および住
警器１０が本来もつ火災報知機能の試験を一度に行うことができ、更に、緊急警報装置２
５から住警器１０に対する通信試験ができる。以上の処理をステップＳ５２で電源オフに
よる動作停止指示が検出されるまで繰り返す。
【０２０２】
（第２発明の実施形態）
　図１２は、本願第２発明の実施形態となる警報システムに設けた緊急警報装置と住警器
の試験動作を示した説明図である。図１１において、緊急警報装置２５に設けた試験スイ
ッチ９０を受信待機状態でオン操作すると、緊急警報装置２５は地震報知試験を示す例え
ば「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」とい
った試験音声メッセージ１１０を出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯し、また住警
器１０に対し試験を示す装置イベント信号１１２を無線送信する。
【０２０３】
　緊急警報装置２５から試験を示す装置イベント信号１１２を受信した住警器１０は地震
報知試験を示す例えば「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警
報の試験です」といった試験音声メッセージ１１８を出力すると共に、ＬＥＤを例えば点
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灯する。
【０２０４】
　なお、地震報知試験で点灯した住警器１０のＬＥＤや緊急警報装置２５の警報灯１０８
は、所定時間後または停止スイッチ操作で消灯する。
【０２０５】
　このような試験動作により緊急警報装置２５と住警器１０に設けている地震報知機能の
試験を一括して行うことができると共に、緊急警報装置２５から住警器１０に対する通信
試験ができる。
【０２０６】
　図１２に示した第２発明の警報システムに設けた住警器１０の詳細は、基本的に図５に
示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験処理部６６の機能として、緊急警報装置
２５から試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合に、例えば「ピーピ
ー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった音声メ
ッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力させる点で相違する。
【０２０７】
　また図１２に示した第２発明の警報システムに設けた緊急警報装置２５の詳細は、基本
的に図７に示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験制御部１０４の機能として、
受信待機状態で試験スイッチ９０を操作すると、装置イベント検出部９８により試験スイ
ッチ９０の試験操作指示入力が検出され、これに基づき例えば「ピーピー　緊急地震速報
の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった地震速報試験を示す音声
メッセージをスピーカ７４から出力させる点で相違する。また、試験制御部１０４は、装
置イベント検出部９８により試験スイッチ９０の操作が検出された場合に、住警器１０側
に試験を示す装置イベント信号を送信して地震報知試験を行わせる点でも相違する。
【０２０８】
　図１３及び図１４は図１２に示した第２発明における住警器１０－１の監視処理の例を
示したフローチャートである。図１２及び図１３のステップＳ１０１～Ｓ１２３の処理は
図８及び図９に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ１～Ｓ２３と同じ処理とな
る。
【０２０９】
　ステップＳ１２４にあっては報知試験を示す装置イベント信号の有効受信の有無を検出
しており、報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出するとステップＳ１２
５で地震報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力すると共に
ＬＥＤを例えば点灯する。以上の処理を電源オフによる動作停止指示が検出されるまで繰
り返す。
【０２１０】
　図１５及び図１６は図１２に示した第２発明における緊急警報装置２５の処理例を示し
たフローチャートである。図１５及び図１６において、ステップＳ１３１～Ｓ１４８の処
理は図１０及び図１１に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ３１～Ｓ４８と同
じ処理となる。
【０２１１】
　ステップＳ１４９にあっては受信待機状態で試験スイッチ９０の試験操作指示入力の有
無を検出しており、試験操作指示入力有りを検出するとステップＳ１５０に進み、報知試
験を示す装置イベント信号を警報器１０に送信して地震報知試験を行わせ、続いてステッ
プＳ１５１で緊急警報装置２５自身の地震報知試験を行う。
【０２１２】
　このようなステップＳ１４９～Ｓ１５１の処理により、緊急警報装置２５で試験スイッ
チ９０を操作すると、緊急警報装置２５に設けた地震報知機能の試験および住警器１０に
追加した地震報知機能の試験を一度に行うことができ、更に、緊急警報装置２５から住警
器１０に対する通信試験ができる。以上の処理をステップＳ１５２で電源オフによる動作
停止指示が検出されるまで繰り返す。
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【０２１３】
（第３発明の実施形態）
　図１７は、本願第３発明の実施形態となる警報システムに設けた緊急警報装置と住警器
の試験動作を示した説明図である。図１７において、緊急警報装置２５に設けた試験スイ
ッチ９０を受信待機状態でオン操作すると、緊急警報装置２５は住警器１０に対し試験を
示す装置イベント信号１２０を無線送信する。
【０２１４】
　緊急警報装置２５から試験を示す装置イベント信号１２０を有効受信した住警器１０は
火災報知試験を示す「ウーウー　火災警報の試験です」といった試験音声メッセージ１２
２を出力すると共にＬＥＤを例えば点灯する。続いて住警器１０は試験を示す装置イベン
ト信号１２０の受信に基づき、試験応答を示すイベント信号１２４を緊急警報装置２５に
無線送信する。
【０２１５】
　住警器１０から試験応答を示すイベント信号を有効受信した緊急警報装置２５は、火災
報知試験を示す例えば「ウーウー　火災警報の試験です」といった試験音声メッセージ１
２６を出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯して、１回の試験動作を終了する。
【０２１６】
　なお、火災報知試験で点灯した住警器１０のＬＥＤや緊急警報装置２５の警報灯１０８
は、所定時間後または停止スイッチ操作で消灯する。
【０２１７】
　このような試験動作により緊急警報装置２５に追加機能として設けた火災報知機能と住
警器１０が本来もつ火災報知機能の試験を一括して行うことができる。また住警器１０と
緊急警報装置２５で火災報知試験の音声メッセージが出力された場合、緊急警報装置２５
から住警器１０に対する装置イベン信号の送受信と、住警器１０から緊急地震装置２５に
対するイベント信号の送受信が正常に行われたことになり、これによって緊急警報装置２
５と住警器１０との間の双方向の通信試験を行うことができる。
【０２１８】
　図１７に示した第３発明の警報システムに設けた住警器１０の詳細は、基本的に図５に
示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験処理部６６の機能として、緊急警報装置
２５から試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合に、例えば「ウーウ
ー　火災警報の試験です」といった火災報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のス
ピーカ５６から出力した後に、試験応答を示すイベント信号を緊急警報装置２５に送信す
る点で相違する。
【０２１９】
　また図１７に示した第３発明の警報システムに設けた緊急警報装置２５の詳細は、基本
的に図７に示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験制御部１０４の機能として、
受信待機状態で試験スイッチ９０を操作すると、装置イベント検出部９８により試験スイ
ッチ９０の試験操作指示入力有りが検出され、これに基づき住警器１０側に試験を示す装
置イベント信号を送信して火災報知試験を行わせ、その後、住警器１０から送信された試
験応答を示すイベント信号の有効受信有りを検出すると、例えば「ウーウー　火災警報の
試験です」といった火災報知試験を示す音声メッセージをスピーカ７４から出力させる点
で相違する。
【０２２０】
　図１８は図１７に示した本願第３発明による警報システムで使用するイベント信号のフ
ォーマットであり、装置イベント信号も同様である。図１８のイベント信号は基本的に図
６と同じであるが、イベント符号５４として１０１０の「試験応答」を追加している。
【０２２１】
　図１９及び図２０は図１７に示した第３発明の実施形態における住警器１０の監視処理
の例を示したフローチャートである。図１９及び図２０のステップＳ２０１～Ｓ１２３の
処理は図８及び図９に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ１～Ｓ２３と同じ処
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理となる。
【０２２２】
　ステップＳ２２４にあっては報知試験を示す装置イベント信号の有効受信の有無を検出
しており、報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出するとステップＳ２２
５で火災報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力すると共に
ＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０２２３】
　続いてステップＳ２２６で試験応答を示すイベント信号を緊急警報装置２５に送信して
火災報知試験を行わせる。以上の処理を電源オフによる動作停止指示が検出されるまで繰
り返す。
【０２２４】
　図２１及び図２２は図１７に示した第３発明の実施形態における緊急警報装置２５の処
理例を示したフローチャートである。図２１及び図２２において、ステップＳ２３１～Ｓ
２４８の処理は図１０及び図１１に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ３１～
Ｓ４８と同じ処理となる。
【０２２５】
　ステップＳ２４９にあっては受信待機状態で試験スイッチ９０の試験操作指示入力の有
無を検出しており、試験操作指示入力有りを検出するとステップＳ２５０に進み、報知試
験を示す装置イベント信号を警報器１０に送信して火災報知試験を行わせる。
【０２２６】
　続いてステップＳ２５１で住警器１０から送信された試験応答を示すイベント信号の有
効受信の有無を検出しており、イベント信号の有効受信有りを検出するとステップＳ２５
２に進み、緊急警報装置２５自身で火災報知試験を示す音声メッセージをスピーカ７４か
ら出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯する。以上の処理をステップＳ２５３で電源
オフによる動作停止指示が検出されるまで繰り返す。
【０２２７】
（第４発明の実施形態）
　図２３は、本願第４発明の実施形態となる警報システムに設けた緊急警報装置と住警器
の試験動作を示した説明図である。ここで前述した本願第３発明の実施形態にあっては、
試験スイッチ９０の操作に伴い緊急警報装置２５及び住警器１０で火災報知試験を行うよ
うにしているが、本願第４発明の実施形態にあっては、試験スイッチ９０の操作に伴い緊
急警報装置２５及び住警器１０で地震報知試験を行うようにしたことを特徴とする。
【０２２８】
　図２３において、緊急警報装置２５に設けた試験スイッチ９０を受信待機状態で操作す
ると、緊急警報装置２５は住警器１０に対し報知試験を示す装置イベント信号１２８を無
線送信する。緊急警報装置２５から報知試験を示す装置イベント信号１２８を有効受信し
た住警器１０は、地震報知試験を示す「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピ
ーピー　津波警報の試験です」といった試験音声メッセージ１３０を出力する。続いて住
警器１０は試験を示す装置イベント信号１２８の受信に基づき、試験応答を示すイベント
信号１３２を緊急警報装置２５に無線送信する。
【０２２９】
　住警器１０から試験応答を示すイベント信号１３２を有効受信した緊急警報装置２５は
、地震報知試験を示す例えば「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　
津波警報の試験です」といった試験音声メッセージ１３４を出力すると共に、警報灯１０
８を例えば点灯して１回の試験動作を終了する。なお、地震報知試験で点灯した住警器１
０のＬＥＤや緊急警報装置２５の警報灯１０８は、所定時間後または停止スイッチ操作で
消灯する。
【０２３０】
　このような試験動作により緊急警報装置２５の持つ本来の地震報知機能と住警器１０に
追加機能として設けた地震報知機能の試験を一括して行うことができる。また住警器１０
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と緊急警報装置２５で地震報知試験の音声メッセージが出力された場合、緊急警報装置２
５から住警器１０に対する装置イベン信号の送受信と、住警器１０から緊急地震装置２５
に対するイベント信号の送受信が正常に行われたこととなり、これによって緊急警報装置
２５と住警器１０との間の双方向の通信試験を行うことができる。
【０２３１】
　図２３に示した第４発明の警報システムに設けた住警器１０の詳細は、基本的に図５に
示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験処理部６６の機能として、緊急警報装置
２５から試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合に、例えば「ピーピ
ー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった音声メ
ッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力した後に、試験応答を示すイベント信号を
緊急警報装置２５に送信する点で相違する。
【０２３２】
　また図２３に示した第４発明の警報システムに設けた緊急警報装置２５の詳細は、基本
的に図７に示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験制御部１０４の機能として、
受信待機状態で試験スイッチ９０を操作すると、装置イベント検出部９８により試験スイ
ッチ９０の試験操作指示入力有りが検出され、これに基づき住警器１０側に報知試験を示
す装置イベント信号を送信して地震報知試験を行わせ、その後、住警器１０から送信され
た試験応答を示すイベント信号の有効受信有りを検出すると、例えば「ピーピー　緊急地
震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった地震報知試験を示
す音声メッセージをスピーカ７４から出力させる点で相違する。
【０２３３】
　本願第４発明による警報システムで使用するイベント信号のフォーマットは、図１６と
同じであり、イベント符号５４として１０１０の「試験応答」を追加している。
【０２３４】
　図２３に示した第４発明における住警器１０の監視処理は基本的に図１９及び図２０に
示した第３発明の実施形態における住警器のフローチャートと同じであるが、ステップＳ
２２４で報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合、ステップＳ２
２５で地震報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力すると共
にＬＥＤ２２を例えば点灯する点で相違する。
【０２３５】
　図２３に示した第４発明における緊急警報装置２５の処理は、基本的に図２１及び図２
２に示した第３発明の実施形態における緊急警報装置のフローチャートと同じであるが、
ステップＳ２５１で住警器１０から送信された試験応答を示すイベント信号の有効受信有
りを検出した場合、ステップＳ２５２に進んで緊急警報装置２５自身で地震速報試験を示
す音声メッセージをスピーカ７４から出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯などで火
災報知試験を行う点で相違する。
【０２３６】
（第５発明の実施形態）
　図２４及び図２５は、本願第５発明の実施形態となる警報システムに設けた緊急警報装
置と住警器の試験動作を示した説明図である。図２４及び図２５において、緊急警報装置
２５には火災報知試験スイッチ１３６と地震報知試験スイッチ１３８が設けられている点
で第１～４発明の実施形態と相違する。
【０２３７】
　図２４は火災報知試験スイッチ１３６を操作した場合を示している。緊急警報装置２５
に設けた火災報知試験スイッチ１３６を受信待機状態で操作すると、緊急警報装置２５は
火災報知試験を示す例えば「ウーウー　火災警報の試験です」といった試験音声メッセー
ジ１４０を出力すると共に警報灯１０８を例えば点灯し、また住警器１０に対し火災報知
試験を示す装置イベント信号１４２を無線送信する。
【０２３８】
　緊急警報装置２５から火災報知試験を示す装置イベント信号１４２を有効受信した住警
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器１０は、火災報知試験を示す「ウーウー　火災警報の試験です」といった試験音声メッ
セージ１４４を出力すると共にＬＥＤを例えば点灯する。
【０２３９】
　このような試験動作により緊急警報装置２５と住警器１０に設けている火災報知機能の
試験を一括して行うことができると共に、同時に緊急警報装置２５から住警器１０に対す
る通信試験ができる。
【０２４０】
　図２５は地震報知試験スイッチ１３８を操作した場合を示している。緊急警報装置２５
に設けた地震報知試験スイッチ１３８を受信待機状態で操作すると、緊急警報装置２５は
地震報知試験を示す例えば「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津
波警報の試験です」といった試験音声メッセージ１４６を出力すると共に警報灯１０８を
例えば点灯し、また住警器１０に対し地震報知試験を示す装置イベント信号１４８を無線
送信する。
【０２４１】
　緊急警報装置２５から地震報知試験を示す装置イベント信号１４８を有効受信した住警
器１０は、火災報知試験を示す「ピーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー
　津波警報の試験です」といった試験音声メッセージ１５０を出力すると共にＬＥＤを例
えば点灯する。
【０２４２】
　このような試験動作により緊急警報装置２５と住警器１０に設けている地震報知機能の
試験を一括して行うことができると共に住警器１０から緊急警報装置２５に対する通信試
験ができる。なお、火災報知試験又は地震報知試験で点灯した住警器１０のＬＥＤや緊急
警報装置２５の警報灯１０８は、所定時間後または停止スイッチ操作で消灯する。
【０２４３】
　火災報知試験スイッチ１３６による火災報知機能の試験と地震報知試験スイッチ１３８
による地震報知の試験は、一緒に行っても良いし、別々に行っても良い。例えば火災の多
いシーズンには火災報知試験スイッチ１３６による火災報知機能の試験を重点的に行い、
群発地震などが起きているような場合には、地震報知機能の試験を重点的に行うといった
使い方ができる。
【０２４４】
　図２４及び図２５に示した第５発明の警報システムに設けた住警器１０の詳細は、基本
的に図５に示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験処理部６６の機能として、緊
急警報装置２５から火災報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合
に、例えば「ウーウー　火災警報の試験です」といった音声メッセージを報知部３６のス
ピーカ５６から出力させると共にＬＥＤ２２を例えば点灯させ、また、緊急警報装置２５
から地震報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出した場合に、例えば「ピ
ーピー　緊急地震速報の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった音
声メッセージをスピーカ７４から出力させると共にＬＥＤ２２を例えば点灯させる点で相
違する。
【０２４５】
　また図２４及び図２５に示した第５発明の警報システムに設けた緊急警報装置２５の詳
細は、基本的に図７に示した第１発明の実施形態と同じであるが、試験制御部１０４の機
能として、受信待機状態で火災報知試験スイッチ１３６を操作すると、装置イベント検出
部９８により火災報知試験の指示操作入力有りが検出され、これに基づき例えば「ウーウ
ー　火災警報の試験です」といった火災報知試験を示す試験音声メッセージをスピーカ７
４から出力させると共にＬＥＤ２２を例えば点灯し、住警器１０側に火災報知試験を示す
装置イベント信号を送信して火災報知試験を行わせる。一方、緊急警報装置２５の受信待
機状態で地震報知試験スイッチ１３８を操作すると、装置イベント検出部９８により地震
報知試験の操作指示入力有りが検出され、これに基づき例えば「ピーピー　緊急地震速報
の試験です」または「ピーピー　津波警報の試験です」といった地震報知試験を示す試験
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音声メッセージをスピーカ７４から出力させると共にＬＥＤ２２を例えば点灯し、住警器
１０側に地震報知試験を示す装置イベント信号を送信して地震報知試験を行わせる点で相
違する。
【０２４６】
　図２６は図２４及び図２５に示した本願第５発明による警報システムで使用するイベン
ト信号のフォーマットであり、装置イベント信号も同様である。図２６のイベント信号は
基本的に図６と同じであるが、イベント符号５４として１００１の「火災報知試験」と、
１０１０の「地震報知試験」を準備している。
【０２４７】
　図２７及び図２８は、図２４及び図２５に示した第５発明における住警器１０の監視処
理の例を示したフローチャートである。図２７及び図２８のステップＳ３０１～Ｓ３２３
の処理は図８及び図９に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ１～Ｓ２３と同じ
処理となる。
【０２４８】
　ステップＳ３２４にあっては火災報知試験を示す装置イベント信号の有効受信の有無を
検出しており、火災報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出するとステッ
プＳ３２５で火災報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から出力し
、同時にＬＥＤ２２を例えば点灯する。
【０２４９】
　続いてステップＳ３２６にあっては地震報知試験を示す装置イベント信号の有効受信の
有無を検出しており、地震報知試験を示す装置イベント信号の有効受信有りを検出すると
ステップＳ３２７で地震報知試験を示す音声メッセージを報知部３６のスピーカ５６から
出力すると共にＬＥＤ２２を例えば点灯する。以上の処理を電源オフによる動作停止指示
が検出されるまで繰り返す。
【０２５０】
　図２９及び図３０は、図２４及び図２５に示した第５発明における緊急警報装置２５の
処理例を示したフローチャートである。図２９及び図３０において、ステップＳ３３１～
Ｓ３４８の処理は図１０及び図１１に示した第１発明の監視処理におけるステップＳ３１
～Ｓ４８と同じ処理となる。
【０２５１】
　ステップＳ３４９にあっては受信待機状態で火災報知試験スイッチ１３６による火災報
知試験の操作指示入力の有無を検出しており、火災報知試験の操作指示入力有りを検出す
るとステップＳ３５０に進み、火災報知試験を示す装置イベント信号を警報器１０に送信
して火災報知試験を行わせ、続いてステップＳ３５１で、緊急警報装置２５自身で火災報
知試験を示す音声メッセージをスピーカ７４から出力すると共に警報灯１０８を例えば点
灯して火災報知試験を行う。
【０２５２】
　ステップＳ３５２にあっては受信待機状態で地震報知試験スイッチ１３８による地震報
知試験の操作指示入力の有無を検出しており、地震報知試験の操作指示入力有りを検出す
るとステップＳ３５３に進み、地震報知試験を示す装置イベント信号を警報器１０に送信
して地震報知試験を行わせる。続いてステップＳ３５４で緊急警報装置２５自身で地震報
知試験を示す音声メッセージをスピーカ７４から出力すると共に警報灯１０８を例えば点
灯して地震報知試験を行う。以上の処理をステップＳ３５５で電源オフによる動作停止指
示が検出されるまで繰り返す。
【０２５３】
　ここで図２４及び図２５にあっては、緊急警報装置２５に火災報知試験スイッチ１３６
と地震報知試験スイッチ１３８を設けているが、単一の試験スイッチとし、試験スイッチ
の押分操作により火災報知試験と地震報知試験を行うようにしても良い。例えば試験スイ
ッチの短押操作を検出して火災報知試験を行い、試験スイッチの長押操作を検出して地震
速報試験を行う。



(37) JP 5951944 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【０２５４】
　図３１は図１に設けた緊急警報装置の他の実施形態を示したブロック図であり、本実施
形態にあっては、テレビ放送（デジタルＴＶ放送）を受信解析して緊急地震速報信号また
は津波警報信号を検出して地震報知または津波報知を示す装置イベント信号を住警器へ送
信するようにしたことを特徴とする。
【０２５５】
　これは一例であり、各機能の分離、統合は任意に行うことができる。また各機能のそれ
ぞれの任意の一部または全部は、ソフトウェア（プログラム）によって実行されるもので
あっても、ハードウェアによって実行されるものであっても良い。
【０２５６】
　図３１において、緊急警報装置２５は、プロセッサ６８、ＴＶアンテナ１６２を接続し
たデジタルＴＶ受信部１６０、音声増幅部７２、スピーカ７４、表示部７６、操作部８０
、メモリ８４、アンテナ８２が接続された無線通信部８０で構成され、プロセッサ６８に
はプログラムの実行で実現する機能として解析部９２、装置イベント検出部９４、地震報
知制御部９６、送信制御部９８、受信制御部１００、異常報知制御部１０２及び試験制御
部１０４を設けている。操作部７８には試験スイッチ９０を設けている。
【０２５７】
　ここで、プロセッサ６８、音声増幅部７２、スピーカ７４、表示部７６、操作部７８、
メモリ８４、アンテナ８２が接続された無線通信部８０は、図７に示した緊急警報装置２
５と基本的に同じであり、デジタルＴＶ受信部１６０、ＴＶアンテナ１６２及びプロセッ
サ６８の解析部９２が本実施形態に固有のものとなる。なお、デジタルＴＶ受信部１２０
にはワンセグとして知られた携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス
の受信部であっても良い。
【０２５８】
　デジタルＴＶ受信部１６０は操作部７８の操作で選局されたＴＶ局、例えばＮＨＫ（Ｒ
）にチューナを同調してそのテレビ放送電波を受信し、音声信号を復調して出力している
。
【０２５９】
　プロセッサ６８に設けた解析部９２は、デジタルＴＶ受信部１６０で受信復調されたＴ
Ｖ放送音声データ信号およびＴＶ放送データ信号を入力して解析し、緊急地震速報信号又
は津波警報信号の有効受信の有無を検出している。
【０２６０】
　プロセッサ６８に設けた装置イベント検出部９４は、解析部９２により、緊急地震速報
放送信号の最初に流れる２回のチャイム音を示す音声データ信号の解析により緊急地震速
報信号の有効受信を検出した場合、これに基づき音声増幅部７２を所定時間動作して緊急
地震速報を再生してスピーカ７４から出力すると共に、地震報知を示す装置イベント信号
を生成し、送信制御部９８により無線通信部８０の送信回路８６からアンテナ８２を介し
て住警器１０側に地震報知を示す装置イベント信号を送信し、地震報知を示す情報を出力
させる。解析部９２による緊急地震速報のチャイム音解析は、例えば特許文献３に記載さ
れたベクトル相関法などで行う。
【０２６１】
　また、装置イベント検出部９４は、解析部９２により、緊急警報放送の最初の１０秒間
に流れる第２種開始信号を示す緊急警報放送識別子が有効受信されたことを解析して検出
した場合、津波警報信号が有効受信されたとみなし、これに基づき音声増幅部７２を動作
して津波警報放送を再生してスピーカ７４から出力すると共に、津波報知を示す装置イベ
ント信号を生成し、送信制御部９８により無線通信部８０の送信回路８６からアンテナ８
２を介して住警器１０側に津波報知を示す装置イベント信号を送信し、津波報知を示す情
報を出力させる。
【０２６２】
　また装置イベント検出部９４は、解析部９２により第２種開始信号の解析検知から所定
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時間後に送信されてくる終了信号を示す緊急警報放送識別子の受信を解析して検出した場
合、これに基づき音声増幅部７２の動作を停止してスピーカ８４から放送音の出力を停止
する。
それ以外の構成及び動作は、第１発明～第５発明について示したと同じになる。
【０２６３】
　図３２は図１に設けた緊急警報装置の他の実施形態を示したブロック図であり、本実施
形態にあっては、ＡＭ放送を受信解析して緊急地震速報信号または津波警報信号を検出し
て地震報知または津波報知を示す装置イベント信号を住警器へ送信するようにしたことを
特徴とする。
【０２６４】
　これは一例であり、各機能の分離、統合は任意に行うことができる。また各機能のそれ
ぞれの任意の一部または全部は、ソフトウェア（プログラム）によって実行されるもので
あっても、ハードウェアによって実行されるものであっても良い。
【０２６５】
　図３２において、緊急警報装置２５は、プロセッサ６８、ＡＭアンテナ１７２を接続し
たＡＭ受信部１７０、音声増幅部７２、スピーカ７４、表示部７６、操作部７８、メモリ
８４、アンテナ８２が接続された無線通信部８０で構成され、プロセッサ６８にはプログ
ラムの実行で実現する機能として解析部９２、装置イベント検出部９４、地震報知制御部
９６、送信制御部９８、受信制御部１００、異常報知制御部１０２及び試験制御部１０４
を設けている。操作部８０には試験スイッチ９０を設けている。
【０２６６】
　ここで、プロセッサ６８、音声増幅部７２、スピーカ７４、表示部７６、操作部７８、
メモリ８４、アンテナ８２が接続された無線通信部８０は、図７に示した緊急警報装置２
５と基本的に同じであり、ＡＭ受信部１７０、ＡＭアンテナ１７２及びプロセッサ６８の
解析部９２が本実施形態に固有のものとなる。
【０２６７】
　ＡＭ受信部１７０は操作部７８の操作で選局されたＡＭ局にチューナを同調させてその
放送電波を受信し、音声信号として復調して出力している。
【０２６８】
　プロセッサ６８に設けた解析部９２は、ＡＭ受信部１７０で受信復調されたＡＭ放送音
声信号を入力して解析し、緊急地震速報信号または津波警報信号の有効受信の有無を検出
しており、その詳細は図７のＦＭ放送音声信号を解析して制御する場合と基本的に同じに
なる。
【０２６９】
　なお、上記の実施形態は、緊急警報装置で緊急地震速報信号と津波警報信号の両方の受
信を検出して処理しているが、緊急警報装置で緊急地震速報信号と津波警報信号のいずれ
か一方の受信を検出して処理するようにしても良い。ここで、緊急地震速報信号のみの受
信を検出して処理する場合には、上記の実施形態における緊急警報装置２５を緊急地震速
報装置２５と読み替え、且つ津波警報に関する部分を削除した内容の実施形態とすれば良
い。
【０２７０】
　また上記の実施形態は火災を検知して警報する住警器を例にとるものであったが、ガス
漏れ警報器、ＣＯ警報器、各種の防犯用警報器を配置した警報システムやそれら各種の警
報器を混在させて配置した警報システムについても同様に適用できる。
【０２７１】
　また、警報器同士は必ずしも連動するものでなくても良く、所定の警報器が緊急警報装
置と連携できるものであれば良い。一部の警報器は連動し、他の警報器は連動しないもの
としても良い。更に、警報器は１台であることを妨げない。一方で、緊急警報装置を複数
台設けても良い。このとき、緊急警報装置間でも相互に連携連動できるようにしても良い
。
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【０２７２】
　また、警報器や緊急警報装置間の各連携は無線通信によるものでなくても良く、有線通
信によっても、また有線と無線を適宜混在させるものであっても良い。
【０２７３】
　また、上記の実施形態で警報停止スイッチ、モードスイッチ２１、試験スイッチなどの
操作手段は、必ずしもスイッチである必要は無く、リモコン装置等を使用して外部からの
通信によって警報履歴出力を指示するもの等、どのような手段や方法を適用しても良い。
【０２７４】
　また、住警器（住宅用火災警報器）の警報出力機能を禁止することは規格上できないが
、住警器以外の適宜の警報器を使用する場合には、警報器側の異常警報を禁止させるモー
ド設定機能を設けることもできる。このようにすれば、例えば緊急警報装置からの異常（
住警器の場合の火災にあたる）警報を出力させる代わりに、緊急警報装置の近隣に設置さ
れている警報器からの異常警報を禁止させるパターンを採ることもできる。
【０２７５】
　また、住警器から緊急警報装置への異常警報（火災警報等）の連動出力は、表示のみで
行わせるようにしても良い。例えば、ブザー音や音声メッセージ等の音響警出力は住警器
だけで充分足りるが、電力消費の大きなフラッシュライト等を用いて異常発生の視覚的な
報知効果を高めたいといった場合には、商用電源や専用電源等を使用していることで電力
消費を抑える必要性が比較的低い緊急警報装置に当該フラッシュライト等の表示装置を設
けて、住警器の異常（火災）警報に連動して動作させて表示報知の効果を高めても良い。
【０２７６】
　また上記の実施形態におけるフローチャートは処理の概略例を説明したもので、処理の
順番等はこれに限定されない。また各処理や処理と処理の間に必要に応じて遅延時間を設
けたり、他の判定を挿入する等ができる。
【０２７７】
　また、上記実施の形態で示した各機器のプロセッサは、その機能の一部又は全部を、例
えばワイヤードロジック等による他の手段に代えることができる。プロセッサを含め他の
電気的、機能的構成は適宜に統廃合することもできる。
【０２７８】
　また、緊急警報装置は、放送による緊急地震速報や津波警報を上記実施の形態のように
直接受信しても良いし、別の装置や設備を介して間接的に受信しても良い。また、緊急地
震情報や津波警報は例えば市町村等の地域防災無線設備から送信されるものであっても良
く、この場合に緊急警報装置は当該防災無線信号から緊急地震情報や津波警報を検出する
受信部と解析部を備えることになる。
【０２７９】
　また、警報器の規格等によっては、上記実施形態のＬＥＤによる表示が「警報」と認め
られない場合があるが、本発明では規格上「警報」に含まれるか否かに関わらず、警報表
示、警報に伴う表示、または単に表示として記載している。本発明の目的を達成できるも
のであれば、どのような表示手段を用いても構わない。そして、表示部は警報器と別体に
設けられていても良い。
【０２８０】
　また、緊急警報装置、住警器（警報器）の表示部は、異常（上記実施の形態では火災）
警報用表示部と緊急地震速報報知用表示部とをそれぞれ個別に設けても良い。
【０２８１】
　また、上記の実施形態では、電池電源によって動作する住警器を例に取ったが、電池電
源以外の電源で動作するものにも本発明を適用できる。
【０２８２】
　また、上記の実施形態は住宅用に限らずビルやオフィス用など各種用途の警報器にも適
用できる。
【０２８３】
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　また、上記の実施形態は警報器にセンサ部と警報出力処理部を一体に設けた場合を例に
とるが、他の実施形態として、センサ部と警報出力処理部を別体とした警報器であっても
良い。
【０２８４】
　また本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜の
変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【０２８５】
１０，１０－１～１０－６：住警器
１２：カバー
１４：本体
１６：検煙部
１７：取付フック
１８：音響孔
２０：警報停止スイッチ
２１：モードスイッチ
２２，１１０：ＬＥＤ
２４：住宅
２５：緊急警報装置
２８，６８：プロセッサ
３０，８０：無線通信部
３１，８２：アンテナ
３２，８４：メモリ
３４：センサ部
３６：報知部
３８：操作部
４０：電池電源
４２，８６：送信回路
４４，８８：受信回路
４６：イベント信号
４８：連番
５０：送信元符号
５２：グループ符号
５４：イベント符号
５６，７４：：スピーカ
５８：イベント検出部
６０：送信処理部
６２：受信処理部
６４：警報処理部
６５：地震報知処理部
６６：試験処理部
７０：ＦＭ受信部
７１：ＦＭアンテナ
７２：音声増幅部
７６：表示部
７８：操作部
９０：試験スイッチ
９２：解析部
９４：装置イベント検出部
９６：異常報知処理部
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９８：送信制御部
１００：受信制御部
１０２：地震報知処理部
１０４：試験制御部
１０６：監視灯
１０８：警報灯
１３６：火災報知試験スイッチ
１３８：地震報知試験スイッチ
１６０：デジタルＴＶ受信部
１７０：ＡＭ受信部
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